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通
説
は
、
清
と
の
対
決
を
覚
悟
し
て
の
朝
鮮
へ
の
勢
力
拡
大
を
日
本
は
決
意
し
、
大
規
模
な
軍
拡
計
画
を
決
定
し
た
、
と
し
て
い
る
。
本
稿
は
か
か
る
通

説
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
日
清
戦
争
に
至
る
朝
鮮
問
題
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
筆
者
の
試
み
の
一
環
で
あ
る
。

右
の
課
題
を
は
た
す
た
め
本
稿
は
、
ま
ず
従
来
不
十
分
で
あ
っ
た
、
事
変
後
の
日
本
の
朝
鮮
政
策
の
展
開
（
そ
の
中
心
は
独
立
援
助
問
題
）
の
事
実
経

過
の
確
定
を
行
い
、
そ
の
上
で
政
策
の
性
格
を
規
定
し
た
。
そ
し
て
こ
の
時
の
清
側
の
朝
鮮
政
策
を
瞥
見
し
、
以
上
を
ふ
ま
え
こ
の
時
期
の
日
清
対
抗
が

日
清
戦
争
に
至
る
朝
鮮
問
題
の
展
開
の
中
に
し
め
る
位
置
を
検
討
し
た
。

本
稿
の
結
論
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
日
本
の
朝
鮮
政
策
は
、
朝
鮮
へ
の
勢
力
拡
大
を
図
り
な
が
ら
も
、
対
清
協
調
も
求
め
よ
う
と
い
う

m

二
面
的
な
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
、
政
策
遂
行
者
が
重
視
し
て
い
た
の
は
後
者
で
、
軍
拡
も
対
清
対
決
を
め
ざ
し
て
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一

一
方
、
清
側
も
朝
鮮
へ
の
介
入
は
行
っ
た
が
日
本
と
の
対
決
は
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
結
局
、
こ
の
時
、
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
清
対
抗
は
発
生
し
た
が
、
ム

そ
れ
は
対
決
を
不
可
避
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
解
消
の
可
能
性
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
史
林
七
ニ
巻
五
号
一
九
八
九
年
九
月
一

は

じ

め

に

一
八
八
二
年
八
月
三

O
日
の
済
物
浦
条
約
の
調
印
で
壬
午
事
変
は
結
着
し
た
。
本
稿
の
課
題
と
す
る
も
の
は
、
こ
れ
以
後
一
八
八
四
年
一
二

月
の
甲
申
事
変
勃
発
ま
で
の
日
本
の
朝
鮮
政
策
の
実
体
・
性
格
を
解
明
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
日
清
戦
争
に
至
る
朝
鮮
問
題
の
展
開
の
中
で
こ

の
時
期
が
い
か
な
る
位
置
を
し
め
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
日
本
の
朝
鮮
政
策
を
規
定
し
た
の
は
一
八
八
二
年
一
一
月
の
独
立
援
助
問
題
に
つ
い
て
の
決
定
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
右
の



課
題
の
日
本
の
政
策
に
関
す
る
部
分
は
、
独
立
援
助
問
題
決
定
の
実
体
と
性
格
の
解
明
が
中
心
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
。

独
立
援
助
問
題
と
は
何
か
、
そ
の
事
実
経
過
に
つ
い
て
田
保
橋
潔
『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
』
上
（
一
九
四
O
刊
・
一
九
七
三
復
刻
・
原
書
一
房
、

以
下
『
田
』
と
略
す
）
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
九
O
三
1
九
O
七
頁
）
。

一
O
月
来
日
し
た
朝
鮮
使
節
団
の
朴
泳
孝
・
金
玉
均
は
日
本
政
府
に

清
よ
り
独
立
す
る
た
め
の
援
助
を
求
め
た
。
こ
れ
に
つ
き
外
務
卿
井
上
馨
は
以
下
の
三
案
を
三
条
太
政
大
臣
に
提
出
す
る
。

一
、
関
係
列
強
と

協
力
し
独
立
を
認
定
す
る
、
二
、
宗
属
問
題
に
つ
い
て
清
と
直
接
交
渉
す
る
、
三
、
金
ら
に
援
助
を
与
え
自
発
的
に
独
立
の
実
を
あ
げ
し
め
る
。

こ
の
三
案
に
対
し
右
大
臣
岩
倉
は
、
日
清
対
立
不
可
の
立
場
よ
り
二
は
絶
対
に
さ
け
、
て
三
を
と
る
べ
き
だ
が
、
三
の
援
助
も
限
定
的
な
も

の
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
消
極
的
意
見
を
主
張
し
た
（
周
知
の
朝
鮮
政
策
意
見
書
、
多
国
好
関
編
『
岩
倉
公
実
記
』
下
・
一
九
二
七
刊
・
一
九
六
八
復
刊
・

原
書
房
、
〔
以
下
『
実
記
』
と
略
す
〕
所
収
）
。
こ
れ
に
対
し
在
欧
の
伊
藤
博
文
は
積
極
的
援
助
を
な
す
べ
し
と
主
張
し
た
が
、
井
上
は
岩
倉
の
意
見

を
と
り
、
こ
れ
が
決
定
さ
れ
た
。

朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
他
の
多
く
の
事
項
と
同
じ
く
田
保
橋
氏
の
こ
れ
の
叙
述
は
以
後
の
研
究
の
基
礎
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
後
公
刊
さ

れ
た
『
明
治
天
皇
紀
』
五
（
一
九
七
一
・
吉
川
弘
文
館
、
以
下
『
紀
』
と
略
す
、
但
し
執
筆
時
期
は
一
九
三
三
年
で
『
回
』
に
先
行
す
る
）
は
以
下
の
よ
う

に
記
す
。
金
ら
の
要
請
に
つ
き
井
上
は
一

O
月コ一

O
日
の
閣
議
で
意
見
書
を
提
出
、
積
極
論
・
消
極
論
の
得
失
を
論
じ
た
後
、
朝
鮮
よ
り
清
に

王午事変後の朝鮮問題（高橋）

通
報
し
清
の
異
議
が
な
い
時
は
援
助
す
べ
し
と
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
右
に
見
た
よ
う
な
岩
倉
と
伊
藤
の
主
張
が
対
立
す
る
が
、
閣
議
は
岩
倉

の
見
解
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
一
一
一
月
一
一
一
一
目
、
朝
鮮
独
立
の
た
め
に
援
助
を
与
え
、
か
つ
将
来
清
と
の
不
虞
の
変
に
備
え
る
た
め
の

軍
拡
を
行
う
、
と
い
う
詔
書
が
出
さ
れ
た
（
八
四
O
J八
四
三
頁
）
。

『
紀
』
の
記
述
は
、

一
O
月
三

O
白
井
上
意
見
書
・
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
詔
書
と
い
う
新
史
料
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、
援
助
問
題
と
軍
拡

問
題
の
明
確
な
連
闘
を
示
す
な
ど
よ
り
詳
し
い
も
の
に
は
な
っ
て
い
た
。

援
助
問
題
以
後
の
朝
鮮
政
策
の
性
格
に
つ
い
て
は
、

田
保
橋
氏
は
右
の
事
実
認
識
を
ふ
ま
え
て
「
清
国
と
協
調
を
保
ち
つ
L
、
朝
鮮
の
自
主

45 (687) 

独
立
を
完
成
し
よ
う
と
す
る
二
重
の
矛
盾
し
た
方
向
を
有
し
、

其
実
施
は
最
も
困
難
で
且
破
綻
し
易
」
い
も
の
と
規
定
し
た
（
九
O
六
、
七
頁
）
。



田
保
橋
氏
の
見
解
は
、
現
在
の
朝
鮮
政
策
史
研
究
の
通
説
と
は
な
じ
ま
な
い
。
通
説
は
事
変
後
の
日
本
の
朝
鮮
政
策
を
、
朝
鮮
へ
の
勢
力
拡

大
の
た
め
対
清
対
決
を
覚
悟
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
対
清
協
調
の
側
面
を
も
含
む
矛
盾
し
た
も
の
と
す
る
田
保
橋
氏
の
説
と
相
違
が

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
通
説
に
お
い
て
は
一
見
矛
盾
す
る
こ
の
決
定
を
ど
の
よ
う
に
性
格
規
定
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
最
も
明
確
に
説
明
し
て

い
る
の
が
芝
原
拓
自
氏
の
最
近
の
論
考
で
あ
る
（
芝
原
・
猪
飼
隆
明
・
池
田
正
博
編
『
日
本
近
代
思
想
体
系
ロ
・
対
外
観
』
〔
一
九
八
八
・
岩
波
書
店
〕
解

説
）
。
即
ち
「
将
来
に
む
け
て
の
陸
海
軍
大
拡
張
と
そ
の
た
め
の
大
増
税
、
当
面
は
欧
米
各
国
と
の
協
調
に
よ
る
朝
鮮
独
立
の
認
定
と
密
か
な
対

朝
援
助
と
い
う
方
針
が
一
決
し
た
」
（
四
八
一
頁
）
と
氏
は
さ
れ
、
長
期
的
戦
略
と
し
て
の
対
決
方
針
と
短
期
的
な
戦
術
と
し
て
の
協
調
の
使
い

分
け
、
と
い
う
規
定
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
独
立
援
助
問
題
に
つ
い
て
は
田
保
橋
氏
・
芝
原
氏
の
二
つ
の
異
な
る
見
解
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
研
究
状
況
で
問
題

と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
性
格
規
定
の
対
立
は
あ
る
が
、
決
定
の
実
体
に
つ
い
て
の
研
究
の
深
化
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
点
で
あ

る

戦
後
に
お
い
て
『
日
本
外
交
文
書
』
（
以
下
『
外
』
と
略
す
）
な
ど
の
基
本
史
料
の
公
刊
の
み
な
ら
ず
『
三
条
家
文
書
』
な
ど
関
係
重
要
史

料
の
公
開
も
行
わ
れ
、

『
紀
』
執
筆
者
は
と
も
か
く
田
保
橋
氏
よ
り
有
利
な
立
場
に
我
々
は
か
な
り
前
よ
り
立
っ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
有
利

さ
は
必
ず
し
も
研
究
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
逆
に
こ
れ
ら
を
利
用
し
改
め
て
決
定
の
実
体
の
検
討
を
行
う
な
ら
ば
、
『
田
』
・
『
紀
』
を
修
正
す
る
事
実
経
過
の
再
構

成
や
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
の
正
確
な
性
格
規
定
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
よ
う
。

こ
う
し
た
見
通
し
よ
り
本
稿
の
具
体
的
課
題
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
独
立
援
助
問
題
の
経
過
・
決
定
内
容
に
つ
い
て
の
基
本
的
事

実
の
確
定
、
第
二
に
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
こ
の
時
期
の
日
本
の
朝
鮮
政
策
の
性
格
規
定
、
及
び
こ
れ
と
密
接
に
関
係
す
る
事
変
後
の
大
軍
拡
の

性
格
規
定
、
第
三
に
、
こ
の
時
期
の
朝
鮮
や
清
の
動
き
に
つ
い
て
朝
鮮
史
・
中
国
史
の
側
の
研
究
よ
り
見
通
し
を
え
て
、
そ
れ
と
右
で
解
明
し

た
日
本
の
朝
鮮
政
策
を
合
わ
せ
検
討
す
る
こ
と
に
よ
る
こ
の
時
期
の
朝
鮮
問
題
の
歴
史
的
位
置
の
明
確
化
で
あ
る
。
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本
稿
は

I
章
で
、
独
立
援
助
問
題
発
生
直
前
の
日
本
の
朝
鮮
政
策
の
問
題
状
況
を
示
す
。
な
お
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
「
壬
午
事
変
と
明
治

政
府
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
掲
載
予
定
、
号
数
未
定
）
で
詳
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
要
旨
の
み
記
す
。

E
－

E
章
は
独
立
援
助
問
題
の
経
過
と
決
定

内
容
、

N
章
で
は
決
定
以
後
の
政
策
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
。

V
章
は
清
・
朝
関
係
の
展
開
を
概
観
し
た
上
で
壬
午
事
変
後
の
清
の
政
策
の
性

格
を
検
討
す
る
。
終
章
で
は
以
上
の
検
討
を
整
理
す
る
と
と
も
に
こ
れ
以
後
の
朝
鮮
問
題
の
行
方
を
展
望
す
る
。

（
付
記
）
本
稿
は
頻
出
文
献
を
以
下
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
市
川
正
明
編
『
日
緯

外
交
史
料
』

2
・
7

（
一
九
七
九
復
刻
・
原
書
房
）
は
『
日
韓
』
巻
数
、
伊
藤
博
文

編
『
秘
書
類
纂
』
（
一
九
七
O
復
刻
・
原
書
房
）
は
『
秘
書
』
篇
名
、
『
清
季
中
日
韓

関
係
史
料
』
（
一
九
七
二
・
台
北
・
中
央
研
究
院
近
代
史
料
研
究
所
）
は
『
中
日
韓
』

件
番
号
・
頁
数
、
『
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
』
（
一
九
三
一
一
）
は
『
光
緒
』
巻
数
・

件
番
号
・
丁
数
、
で
あ
る
。

本
稿
の
使
用
し
た
未
公
刊
史
料
の
所
在
は
、
『
吉
田
清
成
関
係
文
書
』
は
京
都
大

学
文
学
部
博
物
館
、
『
明
治
十
五
年
朝
鮮
事
件
』
は
宮
内
庁
書
陵
部
、
『
公
文
録
』
は

国
立
公
文
書
館
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
笥
O
）
マ
イ
タ
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
東
京
大
学

総
合
図
書
館
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
（
含
マ
イ
F
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
国
立
国
会
図
書
館

憲
政
資
料
室
。

未
公
刊
史
料
の
引
用
に
あ
た
り
表
記
は
旧
字
体
を
新
字
体
と
す
る
な
ど
適
宜
改
め

た
。
引
用
文
中
の
傍
点
・
傍
線
・
（
）
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。
ま
た
長
文
引
用
史

料
に
は
、
通
し
番
号
を
付
し
た
。

I 
章

独
立
援
助
問
題
の
発
生
ま
で

壬
午
事
変
後
、
独
立
援
助
問
題
発
生
以
前
、
朝
鮮
政
策
決
定
に
あ
た
り
日
本
政
府
に
は
二
つ
の
重
要
な
検
討
課
題
が
存
在
し
て
い
た
。

つ

は
朝
鮮
の
政
況
の
把
握
、
他
は
清
へ
の
対
応
で
あ
る
。
こ
の
両
者
に
つ
い
て
江
華
条
約
直
後
か
ら
ふ
り
返
っ
て
当
時
の
問
題
状
況
を
示
す
こ
と

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〉

に
す
る
。

江
華
条
約
を
強
要
し
た
後
の
対
朝
交
渉
に
お
い
て
日
本
は
、
一
八
七
八
年
の
釜
山
課
税
問
題
交
渉
以
降
、
軍
事
的
威
圧
政
策
を
再
び
積
極
的

に
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
一
八
八

O
年
末
よ
り
翌
年
に
か
け
て
の
花
房
公
使
の
派
遣
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
政
府
の
親
日
化
を
ね
ら
う
融

和
政
策
と
い
う
新
し
い
要
素
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
、
こ
う
し
た
新
し
い
政
策
が
行
わ
れ
出
し
た
の
は
、
関
氏
政
権
は
開
化
政
策

に
向
か
っ
て
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
日
本
側
が
判
断
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
の
政
況
把
握
で
は
、
金
宏
集
・
朴
泳
孝
ら
開
化
派

(689〕

朝
鮮
の
開
化

は
関
氏
の
系
統
に
属
し
、

大
院
君
派
を
中
心
と
す
る
守
旧
派
と
対
立
し
て
い
た
。

そ
し
て
日
本
政
府
の
主
観
的
見
通
し
で
は
、
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（
開
国
・
近
代
化
）
は
そ
の
親
日
化
に
つ
な
が
り
う
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
派
遣
時
の
対
朝
政
策
の
中
心
は
依
然
従
来
の
軍

事
的
威
圧
政
策
に
あ
っ
た
。

し
か
し
一
八
八
二
年
五
月
よ
り
の
花
房
の
漢
城
（
ソ
ウ
ル
）
赴
任
に
お
い
て
は
、
日
本
の
朝
鮮
政
策
は
転
換
し
、
融
和
的
親
日
化
政
策
が
中

心
を
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
理
由
は
、
前
年
の
交
渉
で
従
来
よ
り
の
最
大
の
対
立
点
が
あ
っ
た
仁
川
開
港
が
決
定
し
た
こ
と
と
日
本
人

教
官
に
よ
る
近
代
的
軍
隊
の
組
織
も
行
い
始
め
る
な
ど
関
氏
政
権
が
前
年
か
ら
は
っ
き
り
と
開
化
政
策
に
向
か
っ
て
進
み
出
し
て
い
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
親
日
化
政
策
の
内
容
は
関
税
交
渉
に
お
け
る
譲
歩
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
交
渉
の
途
中
の
七
月
一
一
一
二
日
間
氏
政
権
・
日
本

に
対
す
る
暴
動
で
あ
る
壬
午
事
変
が
勃
発
し
、
反
開
化
派
の
大
院
君
が
政
権
に
復
帰
し
た
。

し
か
し
朝
鮮
政
府
の
親
日
化
を
は
か
る
と
い
う
新
政
策
の
基
本
線
は
、
壬
午
事
変
の
処
理
過
程
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
貫
か
れ
て
い
た
。
即
ち
事

変
の
情
報
到
達
直
後
は
、
関
氏
政
権
が
な
お
存
在
し
て
い
る
と
い
う
判
断
の
下
、
主
観
的
に
は
穏
和
な
要
求
で
事
件
の
平
和
解
決
を
は
か
る
と

い
う
方
針
を
日
本
政
府
は
と
っ
た
。
そ
の
後
大
院
君
の
政
権
掌
握
が
判
明
す
る
と
、
朝
鮮
政
府
へ
の
対
応
は
軍
事
的
威
圧
方
針
に
よ
る
も
の
へ

と
変
わ
っ
た
。
し
か
し
大
院
君
は
か
つ
て
の
排
外
主
義
を
放
棄
し
日
本
使
節
に
鄭
重
で
あ
る
と
い
う
情
報
が
入
る
と
、
親
日
化
政
策
を
大
院
君

を
対
象
に
し
て
再
び
試
み
よ
う
と
い
う
方
針
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。

清
寧
に
よ
る
大
院
君
控
致
の
結
果
、
大
院
君
派
は
没
落
し
、
開
化
路
線
が
再
び
優
位
を
し
め
た
。
し
か
し
開
化
政
策
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
そ

の
内
部
で
対
抗
が
明
瞭
と
な
っ
て
い
っ
た
。
関
氏
は
事
件
処
理
に
示
し
た
清
の
力
を
見
て
、
金
允
植
ら
穏
健
闘
化
派
と
と
も
に
清
に
積
極
的
に

接
近
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
金
玉
均
ら
急
進
開
化
派
（
独
立
党
）
は
、
清
の
勢
力
強
化
に
反
発
し
親
日
路
線
を
と
っ
た
。
両
者
の
対
抗
に

お
い
て
後
者
の
勢
力
は
極
め
て
弱
体
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
よ
り
関
氏
｜
開
化
派
H
H
親
目
的
と
い
う
判
断
の
下
に
朝
鮮
政
府
の
親
日
化
を
め
ざ
し
て
き
た
事
変
前
の
日
本
の
方
針
の
再

検
討
は
不
可
避
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
清
へ
の
対
応
を
見
る
。
江
華
条
約
で
日
本
は
朝
鮮
を
独
立
国
と
規
定
し
属
国
と
す
る
清
と
原
理
的
な
対
立
を
生
む
に
至
っ
た
。
し
か
し
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こ
の
対
立
は
、
清
が
持
重
的
対
応
を
と
り
、
こ
れ
を
争
点
化
せ
ず
、
逆
に
対
日
譲
歩
を
朝
鮮
に
説
き
続
け
た
こ
と
で
直
ち
に
顕
在
化
し
は
し
な

か
っ
た
。
そ
の
後
一
八
七
九
年
の
琉
球
処
分
の
衝
撃
で
、
清
は
朝
鮮
へ
の
介
入
を
開
始
す
る
と
と
も
に
一
八
八
二
年
初
め
よ
り
宗
属
関
係
の
明

文
化
を
試
み
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
介
入
の
方
向
が
、
日
本
と
同
じ
く
開
化
派
・
開
化
政
策
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、

明
文
化
が
欧
米
に
対
し
て
試
み
ら
れ
た
も
の
で
日
本
に
対
し
て
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
、
日
清
対
立
の
顕
在
化
を
も
た
ら
し
は
し
な
か
っ
た
。

壬
午
事
変
が
勃
発
す
る
と
清
は
直
ち
に
軍
艦
を
朝
鮮
に
派
遣
す
る
一
方
、
日
本
に
対
し
て
宗
属
関
係
を
直
接
主
張
さ
ら
に
事
件
処
理
へ
の
強

い
介
入
意
志
を
表
明
す
る
と
い
う
従
来
と
異
な
る
積
極
的
対
応
を
と
っ
た
。
こ
の
た
め
日
本
政
府
は
恐
慌
状
態
に
陥
り
、
清
が
対
日
強
硬
政
策

に
出
る
時
は
開
戦
す
る
決
意
を
す
る
と
と
も
に
対
清
箪
備
拡
張
方
針
を
決
定
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
清
は
事
件
処
理
に
は
積
極
的
に
介
入
す

る
つ
も
り
だ
が
日
本
と
の
対
決
は
意
図
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
、
恐
慌
状
態
は
終
息
し
た
。

一
方
、
事
件
処
理
交
渉
の
た
め
朝
鮮
に
再
派
さ
れ
て
い
た
花
房
は
、
清
が
派
遣
し
て
い
た
馬
建
忠
の
示
す
大
院
君
政
権
打
倒
に
よ
る
事
件
の

解
決
と
い
う
方
針
を
事
実
上
承
認
し
た
。
そ
し
て
八
月
二
六
日
、
清
軍
は
大
院
君
控
致
を
行
っ
た
。
そ
し
て
日
本
の
強
圧
と
清
の
対
日
譲
歩
勧

告
を
受
け
た
朝
鮮
側
は
日
本
の
要
求
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
の
み
、
八
月
三

O
日
済
物
浦
条
約
・
続
約
が
調
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
宗
主
国
と
し
て
の
伝
統
的
権
威
・
開
化
政
策
の
模
範
と
し
て
の
影
響
力
に
加
え
る
に
壬
午
事
変
処
理
の
過
程
で
見
せ
た
力
に
よ
り
、

朝
鮮
に
お
け
る
清
の
勢
力
は
格
段
に
強
く
な
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
清
が
今
後
ど
の
よ
う
な
方
針
で
朝
鮮
に
臨
む
の
か
（
介
入
を
強
化
し
実
質
支
配

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〕

に
至
る
の
か
、
逆
に
そ
れ
を
弱
め
て
い
く
の
か
）
は
日
本
側
に
不
明
だ
っ
た
。
ま
た
朝
鮮
へ
の
清
の
積
極
政
策
は
、
同
じ
く
清
の
属
国
で
も
あ
っ
た

琉
球
の
所
属
に
関
す
る
未
解
決
の
問
題
に
つ
い
て
も
一
層
の
不
安
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
今
後
の
清
の
出
方
を
い
か
に
判
断
し
、
い
か

に
対
応
す
る
か
は
、
も
う
一
つ
の
日
本
政
府
の
朝
鮮
政
策
の
重
要
検
討
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
日
本
政
府
内
部
の
状
況
を
見
る
。

一
八
七
九
年
九
月
に
外
務
卿
に
就
任
し
て
以
降
、
井
上
馨
が
朝
鮮
政
策
の
主
導
者
だ
っ
た
。
井
上
は
戦
略
的
要
地
と
し
て
朝
鮮
を
重
視
し
、

他
国
の
朝
鮮
支
配
を
防
ぐ
に
は
日
本
の
干
渉
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
、
朝
鮮
へ
の
勢
力
拡
大
政
策
を
と
り
続
け
た
。
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壬
午
事
変
が
発
生
す
る
と
井
上
は
先
に
述
べ
た
、
親
日
化
政
策
・
対
清
対
決
回
避
を
基
本
と
し
平
和
解
決
を
め
ざ
し
て
事
変
処
理
に
あ
た
ろ

う
と
し
た
。
し
か
し
政
府
内
に
は
別
に
薩
派
や
山
県
有
朋
な
ど
の
強
硬
論
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
対
抗
で
井
上
は
、
部
分
的
に
強
硬
論
に
譲

歩
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
自
ら
の
方
針
で
事
件
処
理
を
主
導
し
た
の
で
あ
る
。

事
変
直
後
の
九
月
段
階
に
お
け
る
井
上
の
朝
鮮
政
策
は
、
ま
ず
朝
鮮
自
体
に
つ
い
て
は
親
日
化
政
策
を
再
び
関
氏
｜
開
化
派
を
対
象
と
し
て

行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
対
清
政
策
に
つ
い
て
は
列
強
に
朝
鮮
を
独
立
国
と
承
認
さ
せ
る
こ
と
で
清
の
属
国
論
を
打
破

ナ
ベ
く
列
強
へ
の
工
作
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
方
、
清
は
朝
鮮
の
実
質
支
配
を
意
図
し
て
は
い
な
い
と
い
う
清
の
出
方
に
つ
い
て
の
楽
観

的
判
断
を
下
し
て
お
り
、
朝
鮮
に
お
け
る
日
清
対
立
を
決
定
的
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
こ
う
し
た
井
上
の
政
策
や
判
断
は
、
関
氏
の
対
清
接
近
の
動
向
が
ま
だ
判
明
し
て
い
な
か
っ
た
九
月
初
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後

の
状
況
の
変
化
の
中
で
再
考
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
独
立
援
助
問
題
の
発
生
が
そ
の
機
会
と
な
っ
た
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
閣
内
で

い
か
な
る
方
針
が
対
抗
し
、
い
か
な
る
決
定
が
行
わ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
以
下
の
章
の
課
題
で
あ
る
。

E
章
独
立
援
助
問
題

ω

｜
｜
井
上
・
山
県
・
岩
倉
の
方
針
｜
｜

一
O
月
初
旬
済
物
浦
条
約
で
規
定
さ
れ
た
朝
鮮
使
節
が
来
日
し
、
一
九
日
天
皇
に
会
っ
た
。
こ
の
使
節
団
は
朴
、
泳
孝
・
金
玉
均
ら
急
進
開
化①

 

派
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
こ
の
時
、
事
変
後
強
化
さ
れ
た
清
勢
力
を
排
除
し
独
立
を
達
成
す
る
た
め
の
援
助
を
日
本
政
府
に
求
め
た
。

こ
こ
に
独
立
援
助
問
題
が
日
本
政
府
の
重
要
問
題
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。

②
 

こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
最
初
の
閣
議
は
一

O
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
援
助
の
賛
否
に
つ
き
厳
し
い
対
立
が
発
生
し
た
。
そ
の
一
方

の
主
張
者
は
井
上
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
一

O
月
二
九
日
付
の
岩
倉
宛
井
上
書
簡
（
『
岩
倉
具
視
関
係
文
書
』
、
以
下
『
岩
倉
文
書
』
、
抑
）
を
長

文
な
が
ら
引
用
す
る
。
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〔
史
料
A
〕

奉
拝
読
候
対
朝
鮮
御
画
策
第
一
第
三
者
都
テ
御
同
見
ニ
御
坐
候
〔
至
三
条
勿
論
有
形
物
を
他
江
譲
ル
ニ
当
リ
如
何
程
秘
ス
ル
モ
他
人
知
之
ハ
必
然
之
事
－
一
候

併
何
も
他
国
江
通
知
シ
タ
ル
上
ト
申
程
之
事
ニ
ハ
不
及
申
又
仮
令
公
然
と
制
限
ヲ
立
品
物
等
を
与
或
ハ
士
官
を
貸
ス
モ
於
清
国
ハ
猫
疑
之
念
ハ
充
分
差
起
リ

可
申
決
て
秘
密
ニ
与
ル
之
考
ヘ
ニ
者
無
之
併
外
交
上
之
事
ニ
付
第
一
ケ
条
之
他
国
ト
内
議
云
と
を
清
国
杯
ト
公
然
論
議
ス
ル
様
之
事
ニ
テ
ハ
決
テ
不
相
調
文

是
等
之
政
略
ヲ
公
明
正
大
杯
ト
出
懸
候
テ
決
局
－
一
至
リ
候
位
ナ
レ
ハ
外
交
之
難
ハ
更
ニ
無
之
筈
ト
相
考
へ
申
候
又
無
論
清
国
ト
之
間
不
遠
内
干
支
ヲ
動
カ
ス

－
一
至
ル
様
ハ
必
然
ト
相
考
へ
申
候
〕
又
之
ヲ
遁
ル
、
之
策
ナ
レ
ハ
最
初
生
於
内
閣
論
セ
シ
如
ク
〈
清
国
ヲ
シ
テ
属
国
之
実
使
挙
朝
鮮
之
条
約
を
清
政
ト
直
接

ニ
相
結
朝
鮮
ハ
只
通
商
条
約
二
止
リ
可
申
候
左
ス
レ
ハ
清
モ
我
へ
一
歩
譲
ル
処
ヲ
知
リ
終
－
一
琉
事
モ
無
事
相
片
付
可
申
〉
と
相
考
候
併
此
論
不
行
以
上
ハ
朝

鮮
ヲ
シ
テ
独
立
セ
シ
ム
ル
ニ
一
定
セ
サ
ル
ヲ
不
得
左
ス
レ
ハ
朝
鮮
之
内
外
政
－
一
モ
自
ラ
干
渉
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
文
秘
密
之
策
略
モ
不
施
ヲ
不
得
其
結
果
清
国
ハ

葛
藤
生
ス
ル
ニ
不
至
ハ
難
保
故
ニ
海
陸
軍
江
御
着
手
夫
エ
付
テ
前
途
会
計
之
目
的
モ
相
立
候
様
有
之
度
と
過
日
申
述
候
次
第
－
一
御
坐
候
故
三
別
後
之
成
行
法

モ
特
ユ
御
考
慮
ヲ
煩
シ
申
侯
何
レ
明
日
拝
眉
之
上
万
可
申
上
候
勿
と
拝
復

こ
の
中
で
井
上
が
言
及
し
て
い
る
先
の
閣
議
と
は
二
五
日
の
そ
れ
と
思
わ
れ
〈

V
の
部
分
が
そ
の
時
の
井
上
の
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
井

上
の
主
張
す
る
「
清
国
ヲ
シ
テ
属
国
之
実
使
挙
朝
鮮
之
条
約
を
清
政
ト
直
接
ニ
相
結
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
清
・
朝
の
宗
属
関
係
の
承
認
を

意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
宗
属
関
係
の
承
認
、
朝
鮮
へ
の
政
治
的
不
干
渉
政
策
の
主
張
を
、
以
下
、
不
干
渉
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

壬午事変後の朝鮮問題（高橋）

－
章
で
見
た
よ
う
に
外
務
卿
と
し
て
井
上
は
、
壬
午
事
変
以
前
、
朝
鮮
で
の
白
木
勢
力
の
拡
大
、
朝
鮮
政
府
の
親
日
化
政
策
を
進
め
て
い
た
。

そ
し
て
事
変
直
後
も
援
助
問
題
発
生
以
前
に
は
、
列
強
工
作
に
よ
る
属
国
論
の
否
定
を
は
か
る
と
と
も
に
依
然
親
日
化
政
策
を
と
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
へ
の
勢
力
拡
大
に
執
着
し
て
い
た
井
上
が
な
ぜ
一
転
し
て
不
干
渉
方
針
に
こ
の
時
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
援
助
問
題
以
前
の
井
上
の
朝
鮮
へ
の
勢
力
拡
張
政
策
と
対
清
関
係
の
連
関
に
つ
い
て
ま
ず
み
る
こ
と
に
す
る
。

壬
午
事
変
前
の
日
本
の
朝
鮮
政
策
は
原
理
的
に
は
清
の
属
国
論
と
対
立
す
る
が

I
章
で
見
た
よ
う
に
こ
の
時
は
そ
れ
は
顕
在
化
し
て
お
ら
ず
、

対
清
対
決
を
決
意
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
壬
午
事
変
の
処
理
過
程
及
び
直
後
の
独
立
論
の
主
張
に
お
い
て
も
、
こ
の
間

51 (693) 

列
強
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

題
を
直
接
清
と
争
う
こ
と
は
さ
け
、

つ
ま
り
日
清
協
調
（
少
な
く
と
も
対
決
の
回
避
）
と
対
朝
勢
力
拡
大



は
と
も
に
井
上
の
方
針
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
は
、
壬
午
事
変
処
理
過
程
中
の
一
時
期
の
恐
慌
状
態
の
時
を
除
け
ば
、
さ
し
あ
た
り
両
立
可

(694) 

能
と
把
え
ら
れ
う
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

52 

し
か
し
援
助
問
題
に
よ
り
対
清
協
調
と
朝
鮮
へ
の
勢
力
拡
張
の
矛
盾
は
尖
鋭
な
も
の
に
な
っ
た
。
金
ら
独
立
党
が
壬
午
事
変
後
の
清
の
勢
力

強
化
を
否
定
し
清
と
の
対
決
を
め
ざ
し
て
い
る
以
上
、
彼
ら
を
援
助
す
る
こ
と
は
清
と
の
対
決
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
し
か
し

③
 

金
ら
の
要
請
を
拒
め
ば
彼
ら
の
日
本
へ
の
失
望
を
招
き
従
来
よ
り
進
め
て
い
た
親
日
化
政
策
の
中
心
対
象
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
律
背

反
の
中
で
暖
昧
な
決
定
は
困
難
と
な
る
。
そ
し
て
井
上
の
選
択
は
朝
鮮
へ
の
勢
力
拡
大
を
放
棄
し
て
の
対
清
関
係
の
全
般
的
改
善
で
あ
っ
た
。

こ
の
選
択
が
対
清
関
係
に
つ
い
て
持
つ
意
味
を
さ
ら
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

先
の
井
上
の
主
張
を
見
る
と
朝
鮮
問
題
と
と
も
に
「
琉
事
」

1
琉
球
問
題
の
解
決
も
意
図
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
維
新
以
後
日
本
は
、
日

清
両
属
の
位
置
に
あ
っ
た
琉
球
の
単
独
支
配
化
を
進
め
一
八
七
九
年
に
は
琉
球
処
分
で
そ
れ
を
直
轄
化
し
た
。
こ
れ
に
対
し
清
は
強
く
抗
議
、

日
清
間
で
交
渉
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
交
渉
で
日
本
は
清
が
イ
リ
紛
争
で
苦
境
に
あ
る
の
を
利
用
し
て
強
硬
な
姿
勢
に
出
、
一
時
、
清
を
譲
歩
寸

＠
 

前
に
追
い
こ
ん
だ
が
、
結
局
交
渉
は
決
裂
、
一
八
八
一
年
五
月
宍
戸
駐
清
公
使
は
帰
国
し
た
。
以
後
日
本
側
は
琉
球
支
配
を
既
成
事
実
化
し
ょ

⑤
 

う
と
し
た
が
、
清
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
日
本
側
に
問
題
の
再
議
を
図
っ
て
い
た
。
－
章
で
述
べ
た
よ
う
に
壬
午
事
変
前
に
は
朝
鮮
問
題
は
顕
在

化
し
て
お
ら
ず
、
日
清
聞
の
中
心
的
懸
案
は
琉
球
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
壬
午
事
変
で
清
が
従
来
と
違
っ
て
対
外
問
題
に
積
極
的
対
応
を
見
せ
た
こ
と
は
、
琉
球
問
題
に
つ
い
て
も
日
本
政
府
に
大
き
な
不
安

を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
事
変
の
渦
中
の
八
月
一
一
目
、
山
県
は
七
月
一
一
一
一
日
付
の
在
北
京
梶
山
陸
軍
少
佐
の
報
告
（
『
岩
倉
文
書
』
焔
）
を
閣

員
に
回
覧
し
た
。
こ
の
報
告
は
、
琉
球
人
使
節
が
密
航
し
清
政
府
に
琉
球
復
旧
を
歎
訴
し
た
こ
と
、
左
宗
裳
・
存
続
英
が
琉
球
武
力
回
復
の
奏

議
を
行
っ
た
こ
と
を
報
じ
た
後
、
清
の
最
近
の
軍
備
強
化
は
欧
米
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
日
本
へ
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。

維
新
以
来
の
日
清
聞
の
不
協
和
・
壬
午
事
変
に
よ
る
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
清
対
立
の
顕
在
化
、
そ
し
て
さ
ら
に
こ
れ
と
連
動
す
る
琉
球
問
題
再

⑥
 

燃
の
可
能
性
の
高
ま
り
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
井
上
の
と
ろ
う
と
し
た
政
策
は
、
清
に
と
り
よ
り
重
要
で
あ
る
朝
鮮
に
つ
い
て
譲
歩
す
る
こ



と
で
、
日
清
協
調
を
は
か
り
、
そ
の
中
で
琉
球
処
分
の
承
認
を
え
よ
う
と
い
う

い
わ
ば
朝
・
琉
相
殺
論
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
井
上
は
琉
球
問
題
も
考
慮
に
い
れ
な
が
ら
対
清
協
調
重
視
の
政
策
選
択
を
行
っ
た
。
し
か
し
井
上
は
必
ず
し
も
一
貫
し
た
対

清
協
調
重
視
論
者
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
前
年
の
七
月
に
は
、
琉
球
問
題
に
つ
い
て
清
が
強
硬
方
針
に
出
る
な
ら
ば
譲
歩
す
る
よ
り
も
開
戦

⑦
 

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
井
上
が
な
ぜ
こ
の
時
に
は
対
清
協
調
重
視
を
選
択
し
た
の
か
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
要
因
に
は
ま
ず
朝
鮮
状
勢
の
変
化
が
あ
っ
た
。
独
立
援
助
問
題
を
検
討
す
る
中
で
事
変
後
の
朝
鮮
政
情
は
明
ら
か
と
な
り
、
魚
允
中
・

金
宏
集
ら
開
化
派
を
含
め
朝
鮮
政
府
は
清
に
拠
ろ
う
と
す
る
姿
勢
に
あ
り
、
独
立
論
を
主
張
す
る
の
は
国
王
・
金
玉
均
・
朴
泳
孝
の
三
人
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
句
。
こ
の
結
果
、
従
来
の
関
氏
政
権

1
親
目
的
と
い
う
判
断
に
基
づ
く
親
日
化
政
策
は
維
持
し
難
く
な
っ
た
。

③
 

そ
し
て
「
単
ニ
国
王
其
他
二
三
土
ノ
意
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
該
政
府
ノ
意
向
ナ
リ
ト
推
測
シ
テ
出
力
ス
ル
ハ
太
早
計
」
と
あ
る
よ
う
に
井
上
は
極
度

に
弱
体
な
勢
力
を
あ
え
て
支
持
す
る
危
険
を
冒
す
気
は
な
か
っ
た
。

第
二
は
臼
清
の
軍
事
力
評
価
で
あ
る
。
右
の
一
八
八
一
年
の
対
清
開
戦
論
の
背
後
に
は
「
彼
兵
備
す
る
も
：
：
：
自
ら
守
る
に
可
不
過
：
：
：
吾

⑩
 

此
機
に
乗
し
一
戦
す
る
も
左
迄
難
事
と
は
不
覚
」
と
い
う
清
の
攻
撃
力
の
低
評
価
が
あ
っ
た
。
し
か
し
壬
午
事
変
処
理
過
程
で
清
が
従
来
と
異

な
り
敏
速
で
積
極
的
な
軍
事
行
動
を
見
せ
た
結
果
、
井
上
の
評
価
は
変
わ
り
「
我
内
政
ノ
情
態
ヲ
一
昨
観
ス
ル
ニ
我
海
軍
ノ
実
力
果
シ
テ
此
非
常

⑪
 

ノ
挙
ニ
充
ツ
ル
ニ
走
ル
可
キ
ヤ
」
と
い
う
日
本
側
劣
勢
と
財
政
の
現
状
よ
り
急
速
な
寧
拡
の
困
難
の
評
価
と
な
っ
て
い
た
。

壬午事変後の朝鮮問題（商橋）

第
三
は
緊
縮
財
政
路
線
と
の
連
関
で
あ
る
。
右
で
述
べ
た
清
軍
へ
の
高
評
価
の
結
果
、
朝
鮮
・
琉
球
問
題
で
日
清
対
立
を
続
け
る
以
上
、
大

幅
な
軍
拡
は
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
政
府
内
で
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
明
治
十
四
年
政
変
で
確
立
し
た
緊
縮
財
政
路
線
の
松
方
と
並
ぶ

⑫
 

中
心
的
推
進
者
で
あ
っ
た
井
上
は
、
清
と
の
協
調
の
達
成
に
よ
り
軍
拡
の
必
要
性
を
無
く
し
、
緊
縮
路
線
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
四
は
、
清
の
朝
鮮
政
策
へ
の
判
断
で
あ
る
。
井
上
は
清
に
朝
鮮
実
質
支
配
の
意
図
は
本
来
は
な
い
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

清
の
大
院
君
柱
致
に
つ
い
て
井
上
は
、
こ
れ
は
「
清
国
政
府
ノ
真
ノ
好
意
ニ
出
」
た
も
の
で
「
一
大
奇
事
最
モ
快
ト
云
フ
可
シ
」
と
し
、
日

⑬
 

朝
交
渉
の
速
な
解
決
は
こ
の
お
か
げ
で
あ
る
と
し
た
（
九
月
三
日
花
一
房
一
宛
訓
令
）
が
、

53 (695〕

こ
れ
は
壬
午
事
変
時
の
清
の
介
入
は
朝
鮮
実
質
支
配
を
意



図
し
た
も
の
で
は
な
い
と
、
彼
が
判
断
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
判
断
は
以
後
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

壬
午
事
変
後
、
清
・
朝
間
で
水
陸
貿
易
章
程
が
結
ば
れ
、
そ
の
中
で
宗
属
関
係
が
明
文
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
井
上
は
パ

l
ク
ス

(696) 54 

英
駐
日
公
使
と
一
一
一
月
一
八
日
対
話
し
た
。
そ
の
中
で
井
上
は
、
事
変
後
も
続
い
て
い
る
清
の
介
入
を
厳
し
く
非
難
し
、
将
来
朝
鮮
国
王
を
清

に
移
し
、
朝
鮮
を
郡
県
化
す
る
だ
ろ
う
と
ま
で
言
っ
た
。
し
か
し
そ
の
介
入
の
意
図
に
つ
い
て
は
、⑬

 

を
行
う
こ
と
へ
の
警
戒
と
台
湾
出
兵
・
琉
球
処
分
へ
の
し
っ
ぺ
返
し
の
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
た
。

日
本
が
朝
鮮
に
琉
球
処
分
の
よ
う
な
こ
と

つ
ま
り
清
に
は
本
来
、
朝
鮮
実
質
支
配
の

意
図
は
な
く
、
日
本
の
動
き
の
反
作
用
で
介
入
を
行
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
判
断
よ
り
す
れ
ば
、
日
本
の

属
国
論
の
承
認
は
日
清
関
係
の
好
転
に
よ
り
逆
に
清
の
朝
鮮
へ
の
介
入
の
縮
少
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

日
本
政
府
の
朝
鮮
へ
の
勢
力
拡
大
政
策
の
一
番
基
底
に
あ
る
動
機
は
朝
鮮
が
敵
対
的
な
国
に
支
配
さ
れ
戦
略
上
危
険
な
も
の
と
な
る
こ
と
の

回
止
で
あ
っ
た
（
後
述
す
る
史
料
C
の

ωの
部
分
の
主
張
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
示
す
）
。
し
か
し
清
の
朝
鮮
政
策
を
右
の
よ
う
に
解
せ
ば
、
清
の
朝

鮮
「
支
配
」
は
そ
う
し
た
危
険
と
無
縁
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
こ
の
時
の
井
上
の
不
干
渉
論
は
、

I
章
で
述
べ
た
壬
午
事
変
後
の
新
し
い
状
況
に
よ
り
従
来
の
政
策
が
困
難
に
な
っ
た
中
で
提
起

さ
れ
た
新
政
策
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
方
の
主
張
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
山
県
で
あ
っ
た
。
『
三
条
家
文
書
』
に
あ
る
山
県
の
以
下
の
意
見
書
（
書
類
日

l
M）
は
こ
の
時
の

彼
の
主
張
を
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

〔
史
料
B
〕

朝
鮮
ノ
事
変
結
了
後
ノ
政
略
ノ
要
点
ハ
独
立
ヲ
常
助
ス
ル
ニ
ア
リ
独
立
ヲ
帯
助
ス
ル
ハ
仮
リ
条
約
ヲ
締
結
シ
タ
ル
各
国
ヲ
シ
テ
独
立
国
ト
認
定
セ
シ
ム
ル
ヲ

以
テ
第
一
策
ト
ナ
ス
ノ
一
点
ハ
既
ユ
閣
議
決
定
シ
テ
其
緒
ヲ
閲
キ
目
今
計
画
ス
ル
所
ナ
リ
然
シ
テ
其
独
立
国
ヲ
制
定
ス
ル
ハ
内
乱
ヲ
鎮
圧
ス
ル
ノ
実
力
ア
ル

ヲ
以
テ
第
一
ト
ス
然
ル
ニ
鱒
ニ
罪
雄
烈
ノ
情
陳
ス
ル
所
ノ
一
点
ト
又
今
般
来
朝
ス
ル
所
ノ
全
権
大
臣
ノ
情
訴
ス
ル
要
点
モ
亦
兵
力
ヲ
養
成
ス
ル
ヲ
第
一
ト
シ

テ
中
心
独
立
ヲ
簿
画
ス
ル
ノ
精
神
ニ
出
ル
ハ
確
信
ス
可
キ
ユ
似
タ
リ
故
田
一
彼
ノ
我
政
府
四
一
依
頼
ス
ル
ノ
点
ヲ
酌
量
シ
暗
ニ
之
ヲ
布
助
シ
朝
鮮
ノ
独
立
ノ
基
礎



ヲ
立
テ
シ
メ
朝
鮮
ノ
歓
心
ヲ
得
ル
ヲ
以
テ
我
政
府
ハ
方
略
ヲ
施
サ
、
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
ノ
時
機
ナ
リ
支
那
ノ
感
触
如
何
ニ
至
テ
ハ
我
干
渉
ノ
深
浅
巧
拙
－
一
白
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
既
二
別
陳
ノ
如
グ
其
ノ
情
訴
－
一
応
シ
テ
我
カ
好
誼
上
ヨ
リ
ノ
脅
助
ヲ
隠
々
中
ニ
施
ス
寸
ナ
レ
ハ
支
那
ヨ
リ
之
ヲ
以
テ
戦
端
ヲ
開
ク
ノ
口
実
ト
為

シ
難
カ
ル
ベ
シ
L
r
h
…骨ム
r
b
ハ－
h
h
r
静か－一
f
h
h
h
4
ゃ
あ
和
ハ
和
島
内
各
あ
山
体
ハ
可
カ
h
J
h
h
九一勝ム
p
h
b
一あ
n
h
h
h
恥
－
一
体
必
シ
モ
此
ノ
一
事
ヲ
以
テ

大
影
響
ヲ
生
ス
ル
ノ
ー
ハ
無
カ
ル
ベ
シ
要
ス
ル
ニ
此
等
ノ
運
用
ハ
其
人
目
一
存
ス
ル
モ
ノ
ユ
γ
テ
徒
ラ
ユ
議
論
ヲ
以
テ
之
ヲ
判
決
シ
難
キ
モ
ノ
ト
思
考
ス

こ
れ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
山
県
の
主
張
は
「
独
立
」
論
で
あ
り
、
金
ら
の
要
請
に
こ
た
え
て
の
積
極
的
援
助
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
独
立
の

如
何
は
内
乱
鎮
定
力
の
有
無
に
あ
り
と
し
て
い
る
こ
と
よ
り
そ
の
援
助
の
中
心
は
兵
力
育
成
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て

「
暗
－
一
之
ヲ
脅
助
」
と
あ
る
よ
う
に
援
助
は
清
に
秘
し
て
そ
れ
と
の
折
衝
ぬ
き
で
行
お
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
清
を
無
視
し
そ

れ
に
対
抗
す
る
積
極
的
援
助
を
行
う
こ
と
は
清
と
の
対
立
を
招
く
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
右
の
意
見
書
で
山
県
は
援
助
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
「
支
那
ノ
猪
思
ハ
容
易
－
一
解
ク
可
カ
ラ
」
ざ
る
状
態
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
彼
の
こ
れ
へ
の
対
策
は
、
壬
午
事
変
の
渦
中
の
八
月
一
九
日

付
の
意
見
書
（
『
三
条
家
文
書
』
書
類
河
｜
6
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
中
で
山
県
は
「
近
者
朝
鮮
ノ
事
タ
ル
清
国
モ
亦
将
－
一
相
関
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
勢
ア
リ
夫
レ
朝
鮮
ハ
秀
吉
征
討
ノ
後
我
ヲ
怨
ム
寸
久
シ
清
国

ハ
台
湾
琉
球
事
件
ヨ
リ
我
ヲ
妬
ム
寸
深
シ
則
今
日
ノ
事
遂
ニ
決
ヲ
干
支
ニ
取
ル
モ
亦
測
ル
可
ラ
ス
」
と
い
う
、
日
清
・
日
朝
関
係
の
長
期
的
対

立
の
情
勢
判
断
を
前
提
に
し
た
上
で
、
清
は
富
源
・
人
材
に
富
む
大
国
で
あ
り
、
近
時
の
進
歩
を
考
え
れ
ば
数
年
後
に
は
そ
の
軍
事
力
は
強
大

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〉

と
な
る
。
ゆ
え
に
維
新
前
後
の
戦
い
を
経
験
し
武
士
の
気
風
を
尚
残
し
て
い
る
者
が
い
る
今
の
内
に
闘
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
対
清
対
決
を
覚
悟
し
て
の
属
国
論
の
否
定
、
独
立
の
積
極
的
援
助
（
即
ち
そ
れ
を
遇
し
て
の
日
本
の
朝
鮮
支
配
の
実
現
）
の
主
張
を
、
以

下
、
積
極
的
「
独
立
」
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

井
上
・
山
県
の
両
論
の
対
立
で
閣
議
は
、
井
上
が
「
此
論
不
行
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
史
料
A
）
彼
の
「
独
立
」
論
放
棄
の
主
張
を
認
め

(697) 

な
か
っ
た
。
対
外
的
威
信
を
示
し
た
と
さ
れ
て
い
る
江
華
条
約
の
「
成
果
」
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
短
期
的
に
は
政
府
の
威
信
の
大
幅
な
低
下

に
つ
な
が
る
が
故
に
、
藩
閥
政
府
に
と
り
、
政
治
的
危
険
の
高
い
、
容
易
に
な
し
難
い
選
択
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
援
助
に
つ
い
て
山

・55 



県
の
主
張
を
い
れ
る
こ
と
ま
で
は
日
清
対
決
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
ゆ
え
に
行
わ
れ
ず
、
援
助
の
可
否
に
つ
い
て
の
決
定
は
先
に
の
ば
さ

⑮
 

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
二
八
日
ま
で
に
は
三

O
日
に
改
め
て
朝
鮮
問
題
の
閣
議
を
聞
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

援
助
問
題
を
め
ぐ
り
外
遊
中
の
伊
藤
博
文
不
在
下
の
最
有
力
参
議
の
二
人
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
対
立
の
調
停
を
試
み
た
の
が

右
大
臣
岩
倉
で
あ
っ
た
。

⑮
 

一
O
月
三

O
日
の
閣
議
に
向
け
て
の
井
上
の
三
ケ
条
の
諮
問
に
岩
倉
は
二
九
日
、
は
じ
め
に
、
で
も
ふ
れ
た
岩
倉
意
見
書
で
答
え
た
。

第
一
条
の
朝
鮮
と
条
約
を
結
ん
だ
列
国
を
通
し
て
の
独
立
工
作
に
つ
い
て
岩
倉
は
全
面
的
に
賛
成
、
第
二
条
の
清
と
の
独
立
問
題
の
直
接
交
渉

は
反
対
し
た
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う
に
こ
の
第
二
条
へ
の
意
見
の
中
で
岩
倉
は
、

日
清
協
調
の
必
要
を
力
説
し
そ
れ
が
「
区
々
タ
ル
朝
鮮
ノ
為

メ
」
に
破
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
問
題
の
援
助
の
可
否
を
問
う
第
三
条
に
つ
い
て
で
は
、
依
頼
し
て
き
た
以
上
は
こ
れ
に

応
じ
恩
を
施
す
べ
き
だ
が
、
実
際
に
は
朝
鮮
に
独
立
の
力
は
な
く
、
又
、
援
助
を
行
え
ば
穏
密
に
行
っ
て
も
必
ず
清
に
知
ら
れ
、
清
の
対
抗
措

置
を
招
き
、
結
局
、

日
清
聞
の
戦
争
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
援
助
依
頼
と
対
清
協
調
の
二
律
背
反
へ
の
岩
倉
の
解
決
策
は
、

「
朝
鮮
ノ
僑
頼
ニ
応
ス
ル
区
域
ヲ
画
定
シ
：
：
：
判
然
朝
鮮
政
府
ニ
明
言
シ
清
国
ニ
対
シ
テ
モ
必
シ
モ
秘
ス
ル
ヲ
用
ヒ
サ
ル
公
明
正
大
ノ
所
置
一
一

出
」
る
と
い
う
限
定
し
た
、
公
然
た
る
援
助
を
行
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
岩
倉
の
意
見
は
、
「
独
立
」
論
を
と
り
援
助
を
行
う
と
い
う
点
で
は
山
県
の
主
張
に
の
っ
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
を
限
定
し
、

さ
ら
に
そ
れ
を
秘
密
に
で
は
な
く
公
然
と
行
う
と
い
う
点
で
山
県
と
異
っ
て
い
る
。
岩
倉
は
援
助
は
行
い
な
が
ら
も
対
清
葛
藤
は
さ
け
る
べ
く
、

限
定
さ
れ
た
、
公
然
た
る
援
助
と
す
る
こ
と
で
清
の
「
猪
忌
」
を
さ
け
よ
う
と
い
う
両
全
の
策
を
と
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
井
上
の

対
清
協
調
重
視
の
不
干
渉
論
と
山
県
の
積
極
的
「
独
立
」
論
の
折
衷
・
妥
協
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
属
国
論
は
認
め
ず
独
立
論
を
と
る
が
、
対
清
対
決
は
あ
く
ま
で
回
避
し
よ
う
と
い
う
主
張
を
、
以
下
、
消
極
的
「
独
立
」
論
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。

送
ら
れ
て
き
た
こ
の
意
見
書
に
対
し
井
上
は
痛
烈
な
批
判
を
行
っ
た
。
そ
れ
が
先
に
引
用
し
た
二
九
日
付
の
岩
倉
宛
書
簡
（
史
料
A
）
で
あ
る
c

56 (698) 



抑
々
限
定
し
た
援
助
を
公
然
と
行
な
う
な
ら
ば
反
清
勢
力
を
援
助
し
て
も
清
と
の
対
決
は
生
じ
な
い
と
い
う
の
は
か
な
り
御
都
合
主
義
的
な

見
通
し
で
あ
る
。
こ
の
岩
倉
の
見
通
し
・
主
張
は
、
冷
静
で
現
実
的
な
判
断
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
も
、
二
律
背
反
を
解
決
し
閣
内
対
立
を
調

和
さ
せ
よ
う
と
い
う
岩
倉
の
願
望
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
岩
倉
の
主
張
の
空
想
的
性
格
・
消
極
的
「
独
立
」
論
に
内
在
す
る
矛
盾
を
井
上
は
史
料
A
の
〔

判
し
、
そ
の
位
で
片
付
く
な
ら
外
交
の
難
は
な
い
、
と
ま
で
極
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
岩
倉
の
考
え
を
批
判
し
た
上
で
井
上
は
先
の
二
五

日
閣
議
で
の
自
分
の
属
国
承
認
論
を
再
び
持
出
し
た
（
史
料
A
の
〈

〕
で
示
し
た
部
分
で
厳
し
く
批

〉
の
部
分
）
。
そ
し
て
こ
れ
を
い
れ
ず
「
独
立
」
論
を
と
る
以
上
は
、
朝
鮮

の
内
外
政
に
干
渉
し
「
秘
密
之
策
略
」
（
こ
れ
は
山
県
の
主
張
で
あ
る
秘
密
援
助
を
意
味
す
る
）
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
当
然
お
き
る
で
あ
ろ

う
対
清
戦
争
に
備
え
て
軍
備
拡
張
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
井
上
の
書
簡
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
最
後
の
積
極
的
援
助
｜
対
清
開
戦
準
備
論
の
意
味
で
あ
る
。
直
前
部
の
井
上
の
主
張
、
及
び
後
述

す
る
実
際
の
井
上
の
朝
鮮
政
策
の
展
開
よ
り
見
て
こ
れ
が
彼
の
真
意
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
属
国
論
承
認
（
井
上
）
と
積
極
的
「
独

立
」
論
（
山
県
）
の
中
間
に
折
衷
的
政
策
を
行
お
う
と
す
る
岩
倉
の
主
張
に
対
し
て
そ
の
困
難
性
を
き
わ
立
た
せ
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、
属
国

論
承
認
を
さ
け
る
な
ら
対
清
戦
は
不
可
避
と
い
う
激
烈
な
表
現
で
、
井
上
の
主
張
へ
の
岩
倉
の
同
調
、
ひ
い
て
は
閣
議
決
定
の
転
換
を
図
ろ
う

⑫
 

と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〕

以
上
の
よ
う
に
三

O
日
の
閣
議
を
前
に
、
援
助
問
題
ひ
い
て
は
今
後
の
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
、
井
上
の
不
干
渉
論
・
山
県
の
積
極
的
「
独
立
」

論
・
岩
倉
の
消
極
的
「
独
立
」
論
の
三
つ
の
考
え
が
対
抗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
対
抗
は
い
か
な
る
結
着
を
見
る
の
か
、
次
章
で
明
ら
か

に
す
る
。

編
纂
所
『
保
古
飛
呂
比
』
日
・
一
九
七
九
・
東
京
大
学
出
版
会
、
三
六
O
頁〉。

③
後
に
引
用
す
る
史
料
G
の
〔
〕
の
部
分
。

③
交
渉
過
程
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
藤
村
道
生
「
琉
球
分
島
交
渉
と
対
ア
ジ
ア

政
策
の
転
換
」
（
『
歴
史
学
研
究
』

m
・
一
九
七
一
｜
六
）
参
照
。

①
〈
一
八
八
二
）
年
三
一
）
月
伊
藤
宛
井
上
書
簡
（
同
文
書
研
究
会
編
『
伊
藤

博
文
関
係
文
書
』
、
以
下
『
伊
藤
文
書
』
、
一
、
一
九
七
三
、
塙
書
房
、
一
七
九

頁）。
②
（
一
人
入
二
年
）
一

O
月
二
四
日
佐
k
木
高
行
宛
三
条
書
簡
（
東
京
大
学
史
料

(699) 57 



⑤
『
外
』

M
、
二
八
四
J
二
入
六
頁
。

⑥
こ
の
時
期
日
本
政
府
に
琉
球
問
題
の
影
が
大
き
く
か
ぶ
さ
っ
て
い
た
己
と
は
、

一
O
月
二
四
日
か
ら
松
方
大
蔵
卿
よ
り
察
駐
日
清
公
使
に
琉
球
問
題
に
つ
い
て
の

私
的
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
『
中
日
韓
』
仰
・
一

O
二
て
二
頁
・
松
浦
玲
『
明
治
の
海
舟
と
ア
ジ
ア
』
・
一
九
八
七
・
岩
波
書
店
、

一
一
九
J
一一一一一良）。

⑦
（
一
八
八
一
）
年
七
月
二
七
日
伊
藤
宛
井
上
書
簡
（
『
伊
藤
』
て
一
六
回
頁
〉
。

た
だ
し
こ
れ
以
前
の
琉
球
問
題
を
め
ぐ
る
対
清
強
硬
政
策
の
採
用
は
、
井
上
の
主

導
し
た
も
の
で
は
な
〈
、
己
の
時
の
主
張
も
一
旦
、
強
硬
方
針
を
決
め
た
以
上
は

そ
れ
を
貫
く
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
琉
球
処
分
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
・
外

交
過
程
は
別
稿
で
明
ら
か
に
す
る
。

③
本
章
註
①
井
上
書
簡
。

⑨
一
八
人
二
年
一
一
月
一
七
日
付
伊
藤
宛
井
上
書
簡
（
『
秘
書
』
朝
鮮
交
渉
上
、
二

五
二
頁
）
。

⑬
本
章
註
⑦
井
上
書
簡
。

⑬
本
章
註
③
井
上
書
簡
。

⑫
一
方
、
松
方
も
本
章
註
⑤
で
述
ベ
た
裂
と
の
交
渉
で
、
裂
の
妥
協
案
に
積
極
的

対
応
を
し
、
対
直
伺
協
調
に
熱
意
を
示
し
た
ハ
『
李
文
忠
公
全
曹
三
九
O
入
〕
電

E
章

独
立
援
助
問
題

ω

－
｜
決
定
と
そ
の
内
容
｜
｜

稿
一
、
十
一
丁
）
。
緊
縮
財
政
と
軍
拡
の
政
治
的
連
関
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳

細
に
展
開
す
る
。

⑬
『
明
治
十
五
年
朝
鮮
事
件
』
。

⑬
】
U
R
w
g
g
の
E
Z
E
o
z
o－－芯・
5
∞M
・
S
・N
H
・（同
O
品目・〈
O
F
M
g
〉

な
お
郡
県
化
の
菅
困
に
つ
い
て
は
、
井
上
自
身
こ
こ
ま
で
は
思
っ
て
お
ら
ず
パ

l

p
ス
を
清
に
反
対
さ
せ
る
た
め
の
誇
張
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

⑮
一
八
八
二
年
一

O
月
二
八
日
付
佐
々
木
宛
三
条
書
簡
（
前
掲
『
保
古
飛
呂
比
』

日
、
三
六

O
頁）。

⑬
『
実
記
』
は
こ
の
意
見
書
の
日
付
を
一

O
月
六
日
と
推
定
し
、
『
外
』
時
も
こ
れ

を
踏
襲
し
て
い
る
（
両
蓄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
史
料
に
は
十
月
と
あ
る
の
み
で
日

付
は
欠
い
て
い
る
）
。
し
か
し
六
日
に
は
援
助
問
題
は
発
生
し
て
お
ら
ず
、
こ
の

推
定
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
意
見
書
は
『
井
上
韓
関
係
文
書
』
に
も
収
め
ら
れ
て

い
る
（
書
類
m
l
4、
但
し
岩
倉
の
筆
跡
で
は
な
い
）
が
、
そ
れ
に
は
一

O
月
二

九
日
と
記
さ
れ
て
お
り
、
前
後
の
関
係
よ
り
も
こ
れ
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

⑫
甲
申
事
変
の
処
理
過
程
で
井
上
は
同
じ
よ
う
な
論
法
で
「
独
立
」
論
の
放
棄
を

図
っ
て
い
る
（
拙
稿
「
形
成
期
開
治
国
家
と
朝
鮮
問
題
」
、
『
史
学
雑
誌
』
九
人
｜

三
、
一
九
八
九
l
三
、
一
五
、
六
頁
）
。

①
 

一O
月
三

O
日
の
閣
議
で
井
上
は
「
外
務
卿
見
込
書
」
と
い
う
意
見
書
を
示
し
た
。
こ
れ
も
長
文
な
が
ら
要
約
を
交
え
な
が
ら
引
用
す
る
。

〔
史
料
C
〕

朝
鮮
ニ
向
テ
ノ
政
略
ヲ
両
岐
ユ
分
チ
、
其
ノ
利
害
ヲ
論
ス
ル
左
ノ
如
シ
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壬午事変後の朝鮮問題（高橋〉

一
付
制
国
パ
利
樹
引
倒
割
引
汁
ト
欲
セ
ハ
、
朝
鮮
ニ
干
渉
シ
テ
、
独
立
ヲ
常
助
ス
ル
ニ
在
リ
、

今
朝
鮮
ヲ
シ
テ
、
公
然
清
ノ
藩
扉
－
一
帰
セ
シ
メ
、
清
ヨ
リ
砲
台
ヲ
築
キ
、
兵
艦
ヲ
繋
キ
、
我
レ
エ
迫
ル
ノ
勢
有
ラ
シ
メ
ハ
、
我
ニ
在
テ
其
害
最
大
ナ
リ
ト
ス
、

故
ユ
我
レ
ノ
利
益
ヲ
保
護
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
、
朝
鮮
ヲ
斡
助
シ
テ
独
立
国
ト
ナ
ラ
シ
メ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
、
（
独
立
幣
助
策
は
列
国
に
独
立
と
認
定
さ
せ
る
こ
と

が
第
一
、
し
か
し
朝
鮮
政
府
の
実
力
な
け
れ
ば
列
国
、
独
立
と
認
め
ず
）
故
ニ
今
朝
鮮
ノ
独
立
ヲ
脅
助
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
、
速
ニ
武
器
ヲ
与
へ
、
教
師
ヲ
借
シ
、

内
乱
ヲ
鎮
圧
ス
ル
ニ
足
ル
ノ
兵
ヲ
訓
練
セ
シ
メ
ザ
ル
ヲ
得
ス
、
（
又
産
業
開
発
も
着
手
せ
し
む
べ
し
）
此
レ
則
チ
一
歩
一
歩
我
レ
ノ
干
渉
ヲ
進
ム
ル
モ
ノ
ニ

シ
テ
、
此
ニ
非
サ
レ
ハ
、
朝
鮮
ノ
独
立
ヲ
保
護
ス
ル
寸
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
〕
、
但
葱
－
二
ノ
慮
ル
可
キ
ハ
、
清
国
ノ
感
触
ニ
シ
テ
、
（
日
本
の
干
渉
に
清
は
猪
思

を
募
ら
せ
早
晩
開
戦
の
可
能
性
が
あ
り
、
一
度
開
戦
し
仇
敵
と
な
れ
ば
千
百
年
こ
れ
を
と
き
え
な
い
）
此
ノ
時
ニ
当
テ
、
我
レ
ノ
財
力
、
以
テ
之
ニ
給
ス
ル

ニ
足
ル
欲
、
我
レ
ノ
砲
器
船
般
、
以
テ
之
ニ
応
ス
ル
ニ
足
ル
ヵ
、
是
レ
最
予
メ
研
究
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

一
〔
亜
細
亜
ノ
大
局
ヲ
全
セ
ン
ト
欲
ハ
、
日
清
ノ
親
睦
ヲ
厚
ス
ル
ユ
在
リ
、

設
キ
ニ
台
湾
ノ
役
有
り
、
頃
日
琉
球
ノ
挙
有
リ
、
清
国
ハ
常
－
一
我
レ
ヲ
疑
テ
、
侵
奪
主
義
ヲ
執
ル
モ
ノ
ト
ス
、
今
又
朝
鮮
ノ
変
ア
リ
、
彼
レ
専
ラ
我
レ
ノ
所

置
何
如
ニ
注
目
ス
、
我
レ
如
シ
亜
細
E
ノ
大
局
ヲ
全
ス
ル
ヲ
以
テ
政
略
ノ
目
的
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
幾
分
カ
我
レ
ノ
利
益
ヲ
放
榔
シ
テ
清
国
ノ
獄
忌
ヲ
解
カ
ザ

ル
可
カ
ラ
ズ
〕
但
清
国
ノ
交
誼
ヲ
重
ス
ル
為
メ
、
朝
鮮
ヲ
漠
視
シ
テ
其
ノ
歓
心
ヲ
失
フ
如
キ
ハ
、
亦
善
隣
ノ
策
－
一
非
ラ
ズ
〔
今
両
全
ノ
謀
ヲ
為
ス
ニ
ハ
、
朝

鮮
ヲ
シ
テ
、
一
面
ニ
ハ
清
国
ユ
事
ル
ノ
礼
ヲ
失
ハ
シ
メ
ズ
、
一
面
ニ
ハ
之
カ
保
護
ヲ
与
ベ
シ
、
市
シ
テ
清
国
ノ
嫌
疑
ヲ
遊
ク
ル
為
メ
、
砲
器
ノ
如
キ
、
教
師

ノ
如
キ
、
破
務
由
民
事
ノ
如
キ
、
朝
鮮
ヨ
リ
我
レ
ニ
僑
頼
ス
ル
件
－
一
ハ
総
テ
朝
鮮
ヨ
リ
先
ツ
清
国
三
通
報
シ
、
其
ノ
異
議
ナ
キ
ヲ
待
テ
、
我
レ
ヨ
リ
之
－
一
応
シ
、

清
国
ヲ
シ
テ
、
我
カ
朝
鮮
ヲ
待
ツ
ハ
、
一
ニ
善
隣
ノ
好
意
ヲ
出
ル
ヲ
知
ラ
シ
ム
ベ
シ
、
然
ル
ト
キ
ハ
、
清
国
猫
忌
ノ
念
、
漸
次
ニ
消
滅
シ
、
琉
球
処
分
ノ
如

キ
モ
、
東
洋
ノ
守
ヲ
固
ス
ル
ノ
政
略
目
一
出
テ
、
土
地
ヲ
貧
ル
ノ
主
義
－
一
非
サ
ル
ト
ノ
感
触
ヲ
起
シ
、
多
年
ノ
葛
藤
、
或
ハ
一
朝
ニ
解
散
ス
ル
モ
知
ル
可
ラ
ズ
、

此
ノ
如
キ
時
ハ
、
亜
細
亜
ノ
全
局
、
庶
ク
ハ
破
裂
ノ
憂
ナ
キ
ヲ
保
ス
ベ
シ
〕

こ
の
意
見
書
は
従
来
の
政
府
内
の
対
立
を
ふ
ま
え
そ
の
解
決
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち

ωの
r一一、

〕
の
主
張
は
先
の
山
県
の
意
見
で
あ
り
、

「
但
」
以
下
は
そ
れ
へ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て

ωの
〔

〕
の
主
張
は
井
上
の
対
清
譲
歩
論
で
あ
る
。
意
見
書
は
ま
ず
対
立
す
る
両
論
を
あ

げ
、
朝
鮮
へ
の
援
助
（
勢
力
拡
大
）
と
対
清
協
調
の
二
律
背
反
を
示
す
。
そ
し
て
紛
の
「
両
全
ノ
謀
」
以
下
が
こ
の
意
見
書
の
眼
目
で
、
援
助
を

行
う
が
そ
れ
を
公
然
た
る
も
の
と
す
る
こ
と
で
矛
盾
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
山
県
・
井
上
の
主
張
を
批
判
し
岩
倉
の
折
衷
案
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を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
井
上
は
前
日
の
批
判
を
撤
回
し
岩
倉
に
合
意
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
井
上
は
岩
倉
の
主
張
に
対
し
大
き
な
追
加
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
「
清
国
一
一
事
ル
ノ
礼

②
 

ヲ
失
ハ
シ
メ
ズ
」
と
名
分
論
的
宗
属
関
係
が
容
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
公
然
援
助
の
主
張
が
清
の
合
意
の
上
の
援
助
（
逆
に
言
え
ば
合
意

が
な
け
れ
ば
援
助
を
行
わ
な
い
）
に
ま
で
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
追
加
は
二
面
的
な
消
極
的
「
独
立
」
論
の
解
釈
を
大
き
く

不
干
渉
論
に
近
づ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
両
全
ノ
謀
」
は
著
し
く
井
上
よ
り
の
折
衷
案
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
井
上
は
消
極
的
「
独
立
」

論
の
枠
組
を
使
っ
て
、
先
の
「
独
立
」
論
の
閣
議
決
定
を
、
対
清
協
調
重
視
の
属
国
承
認
論
の
方
向
に
修
正
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
が
史
料
A
の
末
尾
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
井
上
の
岩
倉
訪
問
の
結
果
、
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
意
見
書
は
両

者
の
意
見
調
整
・
妥
協
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

井
上
・
岩
倉
聞
の
妥
協
は
成
立
し
た
が
、
そ
の
内
容
が
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
山
県
の
反
対
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
決

定
は
三

O
日
に
行
わ
れ
ず
、
一
一
月
一
日
の
閣
議
で
も
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
欧
州
の
伊
藤
に
援
助
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
を
問
う

③
 

電
報
が
打
た
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
決
定
の
遅
延
の
中
、
打
開
工
作
が
井
上
・
岩
倉
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。

一
一
月
四
日
井
上
は
岩
倉
に
以
下
の
書
簡
（
『
三
条

家
文
書
』
書
翰
別
｜
日
）
を
送
っ
て
い
る
。

〔
史
料
D
〕

過
刻
態
と
御
降
被
成
下
御
下
命
一
と
尚
篤
熟
考
可
仕
侯
其
節
申
出
置
候
真
正
之
御
口
一
答
書
仮
ニ
差
出
し
候
間
必
御
他
言
御
用
捨
奉
願
候
東
洋
大
平
保
全
ス
ル

〔
ル
、
欠
か
〕

之
事
を
真
先
ニ
差
上
候
者
過
日
来
御
懸
念
之
点
を
充
分
含
蓄
セ
意
－
一
御
坐
候
左
ニ
候
得
者
聖
上
御
考
案
ハ
飽
泊
一
大
平
ヲ
御
保
全
之
御
主
意
併
不
得
止
時
干
支

ヲ
閲
ク
用
意
と
之
意
味
ニ
御
座
候
尚
深
ク
御
室
向
案
被
下
度
候
為
其
勿
と
拝
白

些
さ
か
文
脈
を
把
え
に
く
い
書
簡
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
井
上
撃
の
「
御
口
答
書
」
と
同
封
で
岩
倉
に
送
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
の
「
御
口
答
書
」
と
は
一
一
一
月
一
一
一
一
日
に
出
さ
れ
た
と
『
紀
』
は
す
る
朝
鮮
政
策
・
軍
備
拡
張
の
詔
書
（
後
で
引
用
、
史
料
F
）
と
右
の
書
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簡
と
の
類
似
性
（
史
料
D
・
F
の
傍
点
部
）
よ
り
見
て
、
詔
書
の
草
案
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
「
東
洋
大
平
保
全
」
と
い
う
井
上
の
主
張

の
キ
ー
ワ
ー
ド
的
句
（
史
料

cω
の
傍
線
部
）
を
冒
頭
に
持
っ
て
く
る
こ
と
、
軍
拡
は
あ
く
ま
で
「
不
得
止
」
場
合
の
た
め
の
も
の
と
し
て
、
軍

拡
が
対
清
対
決
方
針
へ
暴
走
す
る
こ
と
の
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
よ
り
、
こ
の
草
案
は
、
対
清
葛
藤
を
極
力
回
避
し
よ
う
と
す

つ
ま
り
井
上
・
岩
倉
は
天
皇
の
権
威
を

る
井
上
の
意
向
が
強
く
反
映
す
る
形
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

利
用
す
る
こ
と
で
、
山
県
、
そ
し
て
そ
の
背
後
の
軍
部
の
反
対
を
抑
え
そ
の
合
意
を
得
ょ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
工
作
に
よ
り
事
態
の
解
決
の
方
略
の
目
途
が
一
一
月
八
日
に
は
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
が
こ
の
年
の
一
一
月
八
日
と
推
定
す

匂
岩
倉
宛
三
条
書
簡
（
「
岩
倉
公
伝
記
資
料
」
）
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〔
史
料
E
〕

弥
安
全
奉
賀
候
少
と
御
持
病
之
趣
御
保
養
専
祈
侯
扱
朝
鮮
事
件
今
朝
外
務
卿
へ
行
向
内
談
仕
侯
処
卿
ニ
於
テ
ハ
聖
上
之
思
召
異
存
モ
無
之
由
乍
併
内
閣
ニ

［

カ

〕

ハ
随
分
論
モ
有
之
故
先
卿
山
県
両
人
ヲ
被
召
御
互
－
一
一
被
仰
聞
候
様
仕
度
其
節
ハ
大
臣
方
ユ
モ
御
陪
席
有
之
度
趣
也
仰
今
日
参
殿
両
人
江
御
沙
汰
之
儀
言
上
仕

候
明
日
ハ
土
官
学
校
射
的
自
一
テ
九
字
ヨ
リ
行
幸
之
由
仰
テ
明
後
日
被
召
候
様
一
言
上
仕
置
候
就
テ
ハ
明
後
朝
ハ
是
非
御
階
席
之
様
仕
度
候
猶
御
尊
慮
モ
候
ハ
、

明
日
御
商
談
可
申
上
侯
此
段
一
筆
相
陳
候
也

こ
の
書
簡
よ
り
井
上
は
同
意
す
る
が
、
山
県
は
不
満
を
持
つ
で
あ
ろ
う
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
意
向
を
天
皇
が
こ
の
時
に
は
固
め
て
い
た
こ

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〉

と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
山
県
の
同
意
を
え
る
術
と
し
て
山
県
へ
の
天
皇
の
言
葉
と
い
う
段
取
も
組
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
一
一
月

⑤
 

一
一
日
山
県
の
謁
見
が
行
わ
れ
（
詔
』
、
八
三
頁
）
そ
の
直
後
の
一
一
一
日
も
し
く
は
一
一
一
一
日
に
援
助
問
題
に
つ
い
て
の
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
句
。

井
上
・
岩
倉
は
天
皇
の
権
威
を
巧
み
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
直
前
の
一

O
日
、
伊
藤
よ
り
積
極
的
「
独
立
」
論
と
対
清
対
決
に
備
え
る

⑦
 

軍
拡
を
主
張
す
る
電
報
が
送
ら
れ
て
き
て
い
た
が
、
参
議
中
第
一
人
者
の
主
張
も
天
皇
の
支
持
を
え
た
井
上
・
岩
倉
の
前
に
は
無
力
で
あ
っ
た
。

以
上
の
過
程
を
へ
て
決
定
さ
れ
た
閣
議
決
定
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

(703) 

そ
の
基
本
方
針
は
先
に
言
及
し
た
以
下
の
詔
書
（
『
紀
』
五
、
八
四
二
、
三
頁
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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〔
史
料
F
〕

東
洋
全
局
ノ
太
平
ヲ
保
全
ス
ル
ハ
朕
カ
切
望
ス
ル
所
ナ
リ
然
ル
ニ
今
度
朝
鮮
ノ
依
頼
ア
ル
ニ
由
リ
隣
交
ノ
好
誼
ヲ
以
テ
其
ノ
自
守
ノ
実
力
ヲ
常
助
シ
各
国
ヲ

シ
テ
其
ノ
独
立
国
タ
ル
ヲ
認
定
セ
シ
ム
ル
ノ
政
略
－
一
一
渉
リ
市
シ
テ
直
接
ニ
劃
か
国
盤
中
将
来
U
保
護
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
閣
議
ハ
其
ノ
当
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
、
如

シ
然
シ
テ
隣
国
ノ
感
触
ヨ
リ
或
ハ
不
虞
ノ
変
ア
ル
ニ
備
ユ
ル
為
メ
武
備
ヲ
充
実
ス
ル
ノ
議
ハ
尤
国
ヲ
叢
ス
ル
ノ
要
点
タ
リ
但
シ
海
軍
拡
張
ノ
如
キ
ハ
其
ノ
理

論
ヲ
定
ム
ル
易
ク
シ
テ
其
ノ
実
効
ヲ
収
ム
ル
ヲ
難
シ
ト
ス
：
：
：
其
ノ
拡
張
ノ
順
序
着
手
ノ
方
法
更
ニ
閣
議
ヲ
尽
シ
以
テ
朕
カ
意
ヲ
安
ン
セ
ヨ

井
上
の
主
張
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
東
洋
全
局
ノ
大
平
ヲ
保
全
」
と
と
も
に
山
県
の
そ
れ
で
あ
る
「
我
カ
国
益
ヲ
将
来
ニ
保
護
」

（
史
料

cω
傍
線
部
）
の
両
句
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
両
論
の
折
表
、
岩
倉
の
消
極
的
「
独
立
」
論
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
折
衷
的
な
消
極
的
「
独
立
」
論
は
、
二
面
的
で
本
来
矛
盾
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
遂
行
も
大
き
な
幅
を
持
ち
う
る
。
従
っ
て
そ
の

具
体
的
政
策
内
容
の
決
定
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
一
一
月
一
七
日
三
条
に
井
上
が
上
申
し
閣
議
決
定

を
得
た
以
下
の
文
書
（
『
井
上
馨
関
係
文
書
』
書
類

m
l
B）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
史
料
G
〕

朝
鮮
ニ
向
テ
ノ
政
略
ニ
付
テ
ハ
度
と
閣
議
ヲ
経
殊
－
一
聖
上
ヨ
リ
東
洋
全
局
ノ
平
和
ヲ
目
的
ト
シ
時
機
ヲ
料
度
シ
テ
国
家
ノ
害
ヲ
招
カ
ザ
ル
丈
ケ
ノ
脅
助
ヲ

与
ユ
ル
ト
ノ
叡
旨
ニ
有
之
因
テ
熟
考
候
－
一
朝
鮮
ノ
独
立
ヲ
耕
助
セ
ン
ト
欲
セ
バ
彼
レ
ノ
心
ヲ
収
撹
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
〔
彼
レ
ノ
心
ヲ
収
撹
ス
ル
ニ
ハ
幾
分

カ
彼
レ
ノ
僑
頼
ニ
応
ゼ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
然
ラ
ザ
レ
パ
彼
レ
ハ
我
カ
脅
助
ノ
心
有
ル
ヲ
認
明
ス
ル
ニ
由
ナ
ク
僑
頼
ノ
念
ハ
随
テ
消
滅
ニ
付
シ
己
寸
ヲ
得
ズ
清
国

ノ
鼻
息
ヲ
仰
キ
終
一
一
其
ノ
独
立
ノ
志
願
ヲ
達
ス
ル
寸
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
〕
但
シ
其
ノ
穀
助
ノ
方
法
－
一
至
テ
ハ
勢
ヲ
料
リ
機
一
一
応
シ
テ
之
ヲ
施
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
付

今
日
預
決
ス
可
カ
ラ
ズ
ト
雄
ト
モ
之
ニ
当
ツ
ル
ノ
費
用
ハ
預
メ
其
ノ
限
量
ヲ
定
メ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
今
度
ノ
填
補
軍
費
金
ハ
頗
ル
過
重
ニ
似
タ
ル
ト
ノ
物
議
モ
有

之
事
ニ
付
其
内
二
十
万
円
ヲ
彼
レ
ニ
恵
与
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
之
ヲ
常
助
ノ
金
額
－
一
相
当
テ
候
方
可
然
欽
右
ノ
目
的
相
立
チ
候
上
－
一
て
其
ノ
施
行
ヲ
拙
官
ニ

御
委
任
有
之
候
ニ
於
テ
ハ
時
機
ヲ
見
計
ヒ
或
ハ
金
ヲ
以
テ
或
ハ
器
械
等
ヲ
以
テ
脅
助
ノ
使
用
ニ
供
給
シ
可
及
丈
ケ
之
鋒
画
ヲ
相
試
可
申
候

右
ハ
差
懸
リ
候
要
件
－
一
付
速
ニ
御
内
決
ヲ
奉
仰
候
也

井
上
が
先
の
意
見
事
一
一
国
で
主
張
し
た
清
の
合
意
の
上
で
の
援
助
と
い
う
内
容
は
こ
こ
に
見
ら
れ
ず
、

「
独
立
」
方
針
の
修
正
と
い
う
井
上
の
意

62 (704〕



図
は
実
現
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
示
さ
れ
る
援
助
の
内
容
、
朝
鮮
よ
り
の
壬
午
事
変
の
償
金
五

O
万
円
の
内
よ
り
の
二

O
万
円
は
か
な

り
厳
し
く
限
定
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
抑
々
償
金
を
朝
鮮
側
に
還
元
し
「
施
恩
」

1
親
日
化
政
策
の
術
と
し
よ
う
と
い
う
方
針

③
 

は
、
援
助
問
題
発
生
以
前
に
井
上
が
す
で
に
決
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
援
助
問
題
の
紛
糾
も
こ
れ
を
こ
え
る
積
極
的
援
助
の
決
定

を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
援
助
政
策
実
施
に
あ
た
っ
て
井
上
自
身
が
裁
量
権
を
ほ
ぼ
完
全
に
握
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
援
助
政
策
自
体
の
否
定
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
そ
の
政
策
遂
行
の
主
導
権
を
握
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

井
上
は
そ
の
不
干
渉
方
針
が
否
決
さ
れ
た
以
上
、
そ
の
方
針
に
た
っ
た
政
策
展
開
は
行
い
え
な
く
な
っ
て
は
い
た
が
、
消
極
的
「
独
立
」
政

策
展
開
の
裁
量
権
を
握
っ
た
こ
と
で
対
清
葛
藤
回
避
を
重
視
し
な
が
ら
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
何
（
も
っ
と
も
そ
れ
は
困
難

な
も
の
で
あ
っ
た
が
）
。

壬午事変後の朝鮮問題〈高橋〉

要
す
る
に
折
衷
的
な
消
極
的
「
独
立
」
方
針
の
決
定
に
お
い
て
主
導
権
を
握
ヮ
た
の
は
、
矛
盾
す
る
こ
側
面
の
内
、
対
清
茸
藤
回
避
を
重
視

す
る
井
上
の
線
で
あ
り
、
「
独
立
」
論
を
重
視
す
る
山
県
｜
伊
藤

l
軍
部
の
線
は
抑
え
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
結
果
と
な
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
井
上
・
岩
倉
に
よ
る
天
皇
の
抱
き
こ
み
の
成
功
が
大
き
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
朝
鮮
政
策
の
決
定
に
伴
い
、
清
を
想
定
敵
国
と
す
る
大
規
模
な
軍
拡
方
針
も
決
定
さ
れ
た
。
壬
午
事
変
の
過
程
で
清
へ
の
軍
事
的
劣
勢

⑬
 

と
い
う
印
象
が
持
た
れ
、
そ
の
後
も
清
の
軍
備
充
実
の
進
行
の
情
報
が
入
っ
て
き
て
い
る
中
で
、

⑪
 

極
的
を
間
わ
ず
、
軍
備
拡
張
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
一
致
が
存
在
し
て
い
た
。

「
独
立
」
方
針
を
と
る
以
上
、

消
極
的
・
積

「
不
虞
ノ
変
ア

＠
 

ル
ニ
備
ユ
ル
為
メ
」
と
い
う
詔
書
の
文
言
に
明
ら
か
な
よ
う
に
こ
れ
は
対
清
戦
を
積
極
的
に
決
意
す
る
決
定
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
右
に
見
た
朝
鮮
政
策
の
内
容
、

①
「
岩
倉
公
伝
記
資
料
」
〈
『
岩
倉
公
旧
績
保
存
会
所
蔵
文
書
』
）
。
こ
れ
は
筆
写
資

料
で
、
冒
頭
に
「
朝
鮮
使
同
国
返
答
評
議
之
節
外
務
卿
見
込
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
れ
に
は
日
付
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。
日
付
は
、
こ
の
意
見
書
が
、
は
じ

め
に
、
で
述
ベ
た
『
紀
』
を
要
約
す
る
井
上
意
見
書
と
明
ら
か
に
同
一
で
あ
る
こ

と
よ
り
そ
の
記
述
を
と
っ
た
。

②
当
時
の
国
際
法
で
は
、
進
貢
の
よ
う
な
封
建
的
関
係
の
存
在
は
直
ち
に
主
権
の

喪
失
を
意
味
せ
ず
、
独
立
国
も
進
貢
を
行
い
う
る
も
の
で
あ
っ
た
今
丘

Z
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円塁、・

F
o
E
oロ

5
8
司・

2
）
。
し
た
が
っ
て
井
上
の
こ
の
主
張
は
独
立
論
の

否
定
・
属
国
論
の
承
認
ま
で
も
含
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

③
こ
の
日
閣
議
が
あ
っ
た
こ
と
は
一
八
八
二
年
一

O
月
三

O
日
付
佐
々
木
宛
三
条

書
簡
（
前
掲
『
保
古
飛
呂
比
』
口
、
三
六
三
頁
）
に
伺
え
る
。
閣
議
の
内
容
は
E

章
註
⑨
井
上
書
簡
二
五
九
頁
よ
り
推
定
で
き
よ
う
。

④
「
岩
倉
公
伝
記
資
料
」
の
原
文
で
は
日
付
は
一
一
月
四
日
で
あ
る
。
し
か
し
こ

れ
は
正
確
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
書
簡
中
に
射
的
会
に
翌
日
行
幸
と
、
の

部
分
が
あ
る
が
、
陸
軍
省
『
明
治
軍
事
史
』
上
（
一
九
六
六
・
原
書
房
）
・
『
紀
』

に
、
一
一
月
五
日
に
そ
れ
が
行
わ
れ
た
記
事
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は

筆
写
史
料
で
あ
り
他
の
収
録
書
簡
も
検
討
す
る
と
誤
り
を
か
な
り
含
み
（
誤
読
か

誤
記
か
は
不
明
だ
が
）
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
信
じ
う
る
史
料
で
は
な
い
。
そ
こ
で

こ
の
書
簡
を
、
岩
倉
在
世
中
で
、
三
条
が
拝
謁
し
た
翌
日
射
的
会
へ
の
行
幸
が
あ

っ
た
日
と
い
う
条
件
で
、

『
明
治
軍
事
史
』
・
『
紀
』
よ
り
さ
が
せ
ば
、
一
八
八
二

年
一
一
月
八
日
と
な
る
。
そ
し
て
仮
に
こ
の
書
簡
を
こ
の
日
の
も
の
と
し
て
以
後

の
動
き
を
『
紀
』
に
よ
り
記
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

八
日
三
条
謁
見

九
日
近
衛
射
的
場
行
幸

一
O
日
岩
倉
・
大
山
謁
見

一
一
日
三
条
・
山
県
謁
見
・
又
岩
倉
に
も
謁
見

一
四
日
三
条
・
井
上
謁
見
、
次
で
岩
倉
謁
見

大
体
書
簡
の
内
容
に
符
合
す
る
が
、
以
下
の
問
題
も
あ
る
。
一
、
士
官
学
校
で

は
な
く
近
衛
が
行
幸
先
な
こ
と
、
二
、
山
県
謁
見
が
明
後
日
で
は
な
く
三
日
後
で

あ
る
こ
と
、
三
、
山
県
・
井
上
が
同
時
に
謁
見
し
て
は
い
な
い
こ
と
。
こ
の
内
、

一
に
つ
い
て
は
『
明
治
軍
事
史
』
・
『
紀
』
に
士
官
学
校
射
的
行
幸
の
記
事
が
存
在

し
な
い
こ
と
、
こ
れ
以
外
の
射
的
行
幸
で
午
前
九
時
出
門
は
な
い
こ
と
よ
り
、
一
一
一

条
の
誤
記
と
解
し
え
よ
う
。
二
・
三
に
つ
い
て
は
、
予
定
の
変
更
が
行
わ
れ
た
と

解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
よ
っ
て
本
文
の
よ
う
に
推
定
し
た
。
こ
れ
の
確
定
に

つ
い
て
は
今
後
の
史
料
の
公
開
・
発
掘
に
期
待
す
る
。

⑤
こ
の
時
の
山
県
へ
の
天
皇
の
言
葉
の
趣
旨
は
、
す
ぐ
後
に
引
用
す
る
史
料
G
の

「
叡
旨
」
の
部
分
と
重
な
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑥
こ
の
閣
議
決
定
の
内
容
は
一
一
一
一
日
に
伊
藤
に
打
電
さ
れ
た
（
E
章
註
⑤
井
上
書

筒
二
五
四
頁
）
。
伊
藤
の
地
位
よ
り
決
定
後
直
ち
に
通
知
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
一
三
日
か
一
二
日
に
決
定
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑦
『
吉
田
文
書
』

m。
影
沢
周
「
清
仏
戦
争
期
に
お
け
る
日
本
の
対
韓
政
策
」
（
『
史

林』

6
1
3
、
一
九
六

O
五
、
一
二
六
頁
）
が
こ
れ
を
部
分
的
に
引
用
、
紹
介

し
て
い
る
。

伊
藤
は
甲
申
事
変
段
階
に
お
い
て
は
、
対
清
開
戦
回
避
に
井
上
と
と
も
に
努
め
、

朝
鮮
政
策
に
お
い
て
も
消
極
的
「
独
立
」
論
の
立
場
を
と
っ
た
（
抑
稿
「
形
式
期

明
治
国
家
と
朝
鮮
問
題
」
、
『
史
学
雑
誌
』
九
八
｜
三
、
一
九
八
九
｜
三
・
「
一
八

八
0
年
代
の
朝
鮮
問
題
と
国
際
政
治
」
、
『
史
林
』
七
一
ー
ー
六
二
九
八
八
1
一一、

参
照
）
が
、
滞
欧
中
は
積
極
的
「
独
立
」
論
の
立
場
を
と
り
、
こ
の
後
清
仏
戦
争

に
際
し
て
も
フ
ラ
ン
ス
と
提
携
し
て
の
対
清
強
硬
論
を
説
い
て
い
た
（
野
瀬
和
起

「
甲
申
政
変
の
研
究
付
」
（
『
朝
鮮
学
報
』

m
－
一
九
七
七
｜
一
二
四
七
、
八
頁
）
。

こ
う
し
た
伊
藤
の
対
清
強
硬
論
は
、
出
来
れ
ば
朝
鮮
を
勢
力
下
に
収
め
た
い
と
い

う
木
来
の
野
心
に
加
え
、
ベ
ル
り
γ
会
議
以
後
の
植
民
地
分
割
政
策
の
再
活
発
化

リ
「
属
地
政
略
再
燃
の
景
況
」
（
春
畝
公
追
頭
会
『
伊
藤
博
文
伝
』
中
二
九
四
O
、

三
三
七
頁
）
を
欧
州
の
現
地
で
体
験
し
て
い
た
こ
と
で
生
じ
た
危
機
感
の
結
果
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

③
「
償
金
之
義
ニ
付
而
者
別
一
一
施
恩
之
御
取
計
可
有
之
哉
之
趨
欣
承
実
ニ
当
国
ノ

如
キ
エ
対
シ
テ
ハ
恩
威
並
行
之
要
用
ナ
ル
ハ
勿
論
此
事
タ
ル
ヤ
間
接
ニ
清
人
ノ
心

ヲ
服
セ
シ
メ
候
義
－
一
有
之
侯
間
随
分
御
張
込
相
成
侯
義
ヲ
企
望
仕
候
」
（
一
入
八
二

年一

O
月
一
五
日
付
花
房
宛
近
藤
真
鋤
書
翰
〔
駐
朝
臨
時
代
理
公
使
〕
、
『
花
房
文

書
』
書
翰

A
m
l
M伺）。

⑤
援
助
問
題
決
定
の
後
、
井
上
は
今
後
と
る
べ
き
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
伊
藤
に
以
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下
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
「
急
に
朝
鮮
を
補
強
し
て
強
て
其
独
立
を
成
就

せ
し
め
ん
と
す
る
は
得
策
に
無
之
：
：
：
何
時
進
む
も
害
な
く
返
も
害
な
き
様
致
し

置
度
」
（
E
章
註
①
井
上
書
簡
、
一
八
一
頁
）
。

⑬
一
八
八
二
年
九
月
三

O
日
付
三
条
宛
川
村
海
軍
卿
届
〔
『
公
文
禄
』
明
治
十
五

年
、
海
軍
省
・
払
－

m
・
＠
包
M
N
）。

⑪
一
入
入
二
年
一
－
月
一
九
日
岩
倉
意
見
書
（
『
実
記
』
下
、
九
四

O
頁
）
・
一

O

月
二
九
日
付
井
上
書
簡
〈
史
料
A
〉。

⑫
壬
午
事
後
の
軍
拡
計
画
の
決
定
、
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
細
に

明
ら
か
に
す
る
。

N 
章

消
極
的
「
独
立
」
方
針
の
展
開

消
極
的
「
独
立
」
方
針
と
い
う
矛
盾
し
た
方
針
が
現
実
に
い
か
に
実
施
さ
れ
た
か
、
援
助
問
題
決
定
直
後
の
日
本
政
府
の
朝
鮮
政
策
の
展
開

を
見
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
使
節
団
の
要
請
で
あ
る
填
補
金
支
払
方
式
の
緩
和
と
独
立
援
助
へ
の
対
応
を
見
る
。

①
 

前
者
に
つ
い
て
日
本
政
府
は
、
済
物
浦
条
約
の
年
額
一

O
万
円
五
年
賦
を
五
万
円
一

O
年
賦
に
緩
和
し
た
。
こ
の
緩
和
に
よ
り
填
補
金
は
当

時
の
弱
体
な
李
朝
国
家
財
政
に
も
支
払
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
済
物
滞
条
約
段
階
の
朝
鮮
政
策
の
部
分
的
修
正
の
意
味
を
持
っ
て
い

た
。
条
約
交
渉
で
日
本
は
、
朝
鮮
政
府
財
政
の
弱
体
性
に
乗
じ
て
、
高
額
の
償
金
を
要
求
し
そ
の
抵
当
と
し
て
金
鉱
な
ど
の
利
権
を
獲
得
す
る

②
 

こ
と
を
狙
っ
て
い
た
。
し
か
し
年
額
を
支
払
可
能
な
も
の
と
し
た
こ
と
は
こ
う
し
た
露
骨
で
直
接
的
な
利
権
獲
得
政
策
を
日
本
が
修
正
し
た
こ

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〉

と
を
意
味
す
る
。
支
払
方
式
の
緩
和
は
、
使
節
団
の
日
本
へ
の
期
待
を
強
め
る
一
方
、
独
立
党
を
中
心
と
す
る
使
節
団
の
功
績
と
し
て
帰
国
後

彼
ら
の
地
位
を
高
め
、
親
目
的
志
向
へ
の
助
力
と
な
ろ
う
と
日
本
政
府
は
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
直
接
的
な
利
権
要
求
を
抑
え
よ
り
長
期
的
な

親
日
化
政
策
へ
朝
鮮
政
策
を
一
元
化
し
て
い
こ
う
と
こ
の
時
日
本
政
府
は
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
肝
腎
の
独
立
援
助
に
つ
い
て
は
小
銃
五
百
丁
供
与
と
横
浜
正
金
銀
行
よ
り
十
七
万
円
貸
付
が
行
わ
れ
た
。
銃
器
の
提
供
は
先
の
二

O
万

③

＠
 

円
援
助
方
針
の
具
体
化
で
あ
っ
た
が
、
後
者
は
そ
れ
を
こ
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
借
款
供
与
は
金
玉
均
が
強
く
要
請
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

⑤

⑥
 

日
本
側
は
確
実
な
担
保
の
欠
如
を
理
由
に
当
初
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
内
清
の
対
朝
五

O
万
ド
ル
借
款
の
情
報
が
伝
わ
り
、

(707) 65 



二
月
一
日
に
は
新
旧
両
朝
鮮
公
使
竹
添
進
一
郎
・
花
房
義
質
の
井
上
宛
借
款
供
与
意
見
書
（
『
井
上
文
書
』
書
類
m
l
8）
が
出
さ
れ
た
。
意
見
書

は
、
要
請
に
応
じ
る
こ
と
は
「
朝
鮮
ヲ
シ
テ
我
レ
ユ
傍
頼
ス
ル
ノ
念
ヲ
固
ク
セ
シ
ム
ル
ニ
ハ
最
必
要
」
と
し
た
上
で
、
二

O
万
円
援
助
方
針
に

(708) 66 

に
よ
っ
て
漸
次
に
武
器
や
器
械
な
ど
の
供
与
を
行
う
の
で
は
即
効
性
が
な
い
の
で
今
回
の
請
求
に
応
じ
る
べ
し
と
し
て
い
た
。
新
旧
両
公
使
の

意
見
に
借
款
は
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
対
清
協
調
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
は
、
こ
れ
ら
の
援
助
を
行
っ
て
も
清
の
反
発
を
招
く
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
楽
観
的
な

⑦
 

見
通
し
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

援
助
問
題
決
定
後
の
井
上
の
朝
鮮
政
策
を
明
確
に
示
す
の
が
竹
添
の
任
命
・
赴
任
で
あ
っ
た
。
花
房
が
ロ
シ
ア
公
使
に
栄
転
し
た
後
を
、
つ
け

た
竹
添
は
漢
学
の
素
養
が
深
く
、
従
来
、
天
津
領
事
な
ど
対
清
（
李
鴻
章
）
交
渉
に
主
に
あ
た
っ
て
き
た
人
物
で
あ
り
、
壬
午
事
変
処
理
に
お

い
て
も
清
側
と
の
交
渉
で
功
績
を
あ
げ
て
い
た
。
清
の
影
響
力
が
格
段
に
強
化
さ
れ
清
官
と
の
折
衝
が
重
要
な
職
務
と
な
っ
た
朝
鮮
公
使
の
地

③
 

位
に
こ
う
し
た
竹
添
を
あ
て
る
こ
と
は
井
上
に
と
り
得
心
の
行
く
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
井
上
が
竹
添
を
深
く
信
用
し
て
い
た
こ
と
よ
り

竹
添
の
出
発
時
の
政
策
は
井
上
の
そ
れ
と
重
な
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

竹
添
は
一
一
一
月
二
八
日
に
朝
鮮
に
出
発
し
た
が
、
赴
任
に
あ
た
り
そ
の
考
え
を
二
六
日
付
の
書
簡
で
吉
田
清
成
外
務
大
輔
に
述
べ
た
（
『
吉
田

文
書
』
お
）
。

〔
史
料
H
〕

（
略
）
彼
地
之
事
情
懸
念
之
事
而
己
有
之
候
如
何
様
ト
ゾ
し
て
東
洋
全
局
ノ
和
平
を
相
保
候
方
ニ
微
力
を
尽
し
候
覚
悟
－
一
候
へ
共
平
生
信
用
無
き
迂
生
－
一
候

へ
は
内
外
之
誘
議
一
身
ニ
最
集
可
致
ハ
必
然
－
一
付
其
辺
は
御
諒
察
被
下
万
事
御
指
揮
を
蒙
り
職
務
を
不
厚
様
御
高
庇
を
奉
仰
候

一
朴
泳
孝
一
刻
帰
国
之
上
彼
ノ
政
府
ニ
於
テ
威
力
ヲ
得
候
運
－
一
一
候
ハ
、
交
際
之
都
合
も
可
也
出
来
可
申
侯
へ
共
依
然
支
那
党
之
権
勢
輩
固
ニ
候
ハ
、
我
レ
ハ

毎
も
門
儲
外
－
一
一
夜
扉
候
て
手
も
足
も
動
き
申
間
敷
兎
も
角
も
赴
任
之
上
彼
地
之
情
況
ヲ
観
察
し
詳
細
具
陳
仕
候
て
吏
ニ
何
分
之
御
示
教
ヲ
奉
伺
度
候
（
略
）

傍
点
部
の
「
東
洋
全
局
ノ
和
平
」
は
す
で
に
度
々
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
井
上
の
不
干
渉
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
こ
れ
は
竹
添
が
こ
の
時



井
上
の
方
針
に
内
心
同
調
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
公
的
使
命
で
あ
る
親
目
的
勢
力
の
強
化
に
つ
い
て
は
使
節
団
の
朴
泳

孝
の
帰
国
に
よ
る
朝
鮮
政
界
の
変
化
に
期
待
を
か
け
て
い
た
。
そ
し
て
親
日
化
政
策
に
つ
い
て
は
「
専
ラ
温
和
ヲ
以
テ
交
際
ヲ
親
密
ナ
ラ
シ
ム

⑮
 

ル
ノ
胸
算
」
で
あ
っ
た
。
即
ち
威
圧
的
政
策
で
は
な
く
先
の
年
賦
金
支
払
方
式
の
緩
和
の
よ
う
な
融
和
的
政
策
が
と
る
べ
き
も
の
と
出
発
時
に

は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
着
任
後
の
竹
添
の
動
き
を
見
る
。

漢
城
到
着
直
後
の
一
八
八
三
年
一
月
一
一
一
日
竹
添
は
機
密
信
第
一
・
二
号
を
出
し
た
。
そ
の
第
一
号
で
清
軍
も
日
本
軍
に
抗
す
る
様
子
は
な

く
現
今
の
景
況
で
は
駐
留
日
本
軍
二
中
隊
の
内
一
中
隊
を
帰
国
さ
せ
て
然
る
べ
き
で
そ
う
す
れ
ば
清
の
日
本
へ
の
猪
忌
を
減
じ
る
一
端
と
も
な

⑬

⑫

 

ろ
う
と
具
申
し
た
。
し
か
し
漢
裁
に
つ
い
て
お
そ
ら
く
一
日
か
二
日
し
か
な
い
段
階
で
こ
の
よ
う
な
徴
妙
か
つ
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
判
断
を

下
せ
る
ほ
ど
現
地
の
状
況
を
把
握
し
え
た
か
に
つ
い
て
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
駐
兵
問
題
の
展
開
を
追
い
な
が
ら
検
討
す
る
。

済
物
浦
条
約
で
日
本
は
公
使
館
警
備
の
名
目
で
駐
兵
権
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
本
来
、
井
上
の
指
示
し
た
の
は
朝
鮮
軍
に
よ
る
公
使
館
警
備

3
 

要
求
で
あ
り
、
花
一
房
が
こ
れ
を
修
正
し
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
済
物
浦
条
約
の
内
容
が
伝
わ
っ
た
時
、
井
上
は
こ
の
条
項
の
修
正
は
指
示
し
な

壬午事変後の朝鮮問題（高橋）

か
っ
た
。
し
か
し
現
在
派
遣
さ
れ
て
い
る
一
大
隊
の
兵
員
は
一
中
隊
を
残
し
他
は
花
房
と
と
も
に
帰
国
さ
せ
、
残
る
一
中
隊
も
情
勢
が
完
全
に

⑬

⑮

 

平
静
に
帰
せ
ば
半
中
隊
に
減
じ
る
と
い
う
早
期
減
兵
方
針
を
と
っ
て
い
た
。
そ
し
て
九
月
末
、
吉
田
外
務
大
輔
が
減
兵
慎
重
論
を
主
張
し
た
に

⑮
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
花
房
一
の
帰
国
に
伴
い
一
中
隊
の
兵
の
み
を
残
す
減
兵
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
速
な
減
兵
の
背
景
に
は
清
軍
も
近
く
撤
兵
し
少
数

⑫
 

の
陸
兵
と
一
一
一
隻
の
船
の
み
が
残
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
見
通
し
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
見
通
し
は
外
れ
た
。
清
に
は
長
期
駐
兵
の

意
志
は
な
か
っ
た
が
済
物
浦
条
約
で
日
本
が
駐
兵
権
を
得
た
こ
と
を
警
戒
し
一
年
間
は
駐
兵
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
後
述
）
。
し
か

し
六
営
三
千
人
と
い
う
清
の
大
兵
の
駐
屯
は
逆
に
日
本
側
に
警
戒
の
念
を
よ
び
お
こ
す
。
そ
し
て
一

O
月
中
旬
新
に
広
島
第
十
一
連
隊
第
一
大

⑬
 

隊
の
半
分
の
兵
が
改
め
て
漢
城
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
な
り
の
兵
力
の
日
清
両
軍
が
漢
城
で
対
峠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

67 〔709)

日
清
相
互
の
疑
心
暗
鬼
が
こ
う
し
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
よ
う
。



日
本
は
朝
鮮
に
お
け
る
兵
力
を
再
強
化
し
た
。
し
か
し
こ
れ
を
い
つ
ま
で
続
け
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
方
針
を
立
て
て
い
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
一
一
一
月
一
一
六
日
大
山
陸
軍
卿
は
三
条
に
派
遣
兵
中
に
近
く
満
期
兵
が
出
る
こ
と
に
関
連
し
駐
兵
の
継
続
期
聞
に
つ
い
て
の
伺

⑮
 

い
を
出
し
た
。
竹
添
の
出
発
の
ま
さ
に
直
前
、
閣
議
で
は
駐
兵
の
期
限
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
見
る
な
ら
ば
竹
添
の
減

兵
論
は
駐
兵
期
限
問
題
に
つ
い
て
の
現
地
よ
り
の
具
申
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
現
地
の
情
勢
把
握

も
ま
だ
十
分
に
で
き
た
と
は
思
わ
れ
な
い
着
任
直
後
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
当
然
減
兵
論
者
で
あ
ろ
う
井
上
と
竹
添
の

出
発
時
か
ら
の
予
定
の
行
動
と
見
て
も
あ
な
が
ち
穿
ち
す
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
減
兵
上
申
で
井
上
・
竹
添
は
「
独
立
」
方
針
の
修
正
を
試
み

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
竹
添
の
具
申
に
か
か
わ
ら
ず
閣
議
は
清
軍
が
駐
留
す
る
限
り
日
本
軍
も
駐
留
す
る
と
い
う
方
針
を
と
り
一
月
二
七
日
、
駐
留
軍
は
そ

＠
 

の
ま
ま
当
分
据
置
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
た
。
「
独
立
」
方
針
修
正
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

着
任
し
て
約
一
か
月
た
っ
た
二
月
八
日
か
ら
一
五
日
に
竹
添
は
朝
鮮
政
況
を
報
知
す
る
と
と
も
に
自
ら
の
考
え
を
述
べ
る
一
連
の
報
告
（
機

密
信
第
三
l
一
四
号
、
二
月
一
一
一
一
日
付
井
上
・
山
県
宛
私
信
、
『
三
条
家
文
書
』
書
類
剖

1
9）
を
出
し
た
。
こ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
清
の
強
大
な
影
響
力
に
つ
い
て
は
、
実
質
支
配
を
め
ざ
し
て
い
る
も
の
と
は
見
ず
、
当
然
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
即
ち
一
、
軍

事
教
官
の
派
遣
は
壬
午
事
変
前
、
朝
鮮
側
が
日
本
土
官
を
借
り
た
の
と
同
様
に
す
ぎ
な
い
（
私
信
）
。
二
、
馬
建
常
・
メ
ル
レ
ン
ド
ル
フ
の
朝
鮮

政
府
顧
問
就
任
も
、
清
に
お
け
る
西
洋
人
顧
問
と
同
様
に
朝
鮮
政
府
が
自
主
的
に
雇
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
自
主
権
を
否
定
す
る
形
に
は
な

っ
て
い
な
い
（
同
）
、
三
、
鉱
山
開
発
は
費
用
が
莫
大
で
中
国
で
も
ひ
き
受
け
手
は
い
な
い
だ
ろ
う
し
、
い
て
も
中
途
で
な
げ
だ
そ
う
、
仮
に
成

功
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
朝
鮮
の
富
裕
化
、
開
化
に
つ
な
が
り
、
結
果
的
に
は
清
の
干
渉
へ
の
嫌
悪
を
生
み
出
そ
う
（
第
六
号
）
。
そ
し
て
清
韓

水
陸
貿
易
章
程
の
宗
属
関
係
の
明
文
化
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
コ
ニ
百
年
来
一
定
不
変
ノ
成
則
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
怪
し
む
に
た
ら
ず
、
俄

に
独
立
国
の
例
に
倣
う
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
し
た
（
第
十
一
号
）
。
要
す
る
に
現
在
の
清
の
強
い
介
入
は
、
日
本
が
琉
球
処
分
の
よ
う
な
こ
と

を
行
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
よ
り
そ
の
阻
止
を
図
る
と
い
う
防
衛
的
意
図
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
疑
惑
が
晴
れ
れ
ば
解
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除
さ
れ
る
と
し
た
（
私
信
）
。

そ
し
て
日
本
の
朝
鮮
へ
の
利
害
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
貿
易
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
（
第
七
号
）
。
清
と
朝
鮮
の
海
路
貿
易
が
始
ま
れ

ば
日
本
の
対
朝
貿
易
は
大
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
結
局
一

O
余
の
商
人
が
五
万
か
ら
一

O
万
円
の
利
益
を
失
う
に
す
ぎ
な

ぃ
。
日
本
全
体
の
商
況
よ
り
見
れ
ば
朝
鮮
貿
易
に
は
大
し
た
利
害
は
な
く
、
朝
鮮
在
留
の
数
百
の
商
人
に
関
係
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
朝
鮮
は
極

度
の
貧
困
状
態
に
あ
り
今
後
も
貿
易
の
利
は
大
し
て
望
め
な
い
。

次
に
対
清
防
衛
上
の
朝
鮮
へ
の
介
入
必
要
論
（
史
料

cω
、
参
照
）
に
も
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
（
私
信
）
。
本
国
の
防
衛
体
制
も
不
十
分
な

清
が
朝
鮮
（
具
体
的
に
は
釜
山
）
で
の
軍
備
を
強
化
す
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
仮
に
兵
力
を
強
化
し
て
も
清
軍
の
不
規
律
よ
り
反
清
感
情

を
高
め
る
逆
効
果
を
生
む
に
す
ぎ
な
い
、
ま
た
清
の
軍
備
に
つ
き
日
本
が
重
視
す
べ
き
は
清
全
体
の
軍
事
力
で
あ
り
、
釜
山
に
軍
艦
を
常
置
し

う
る
ほ
ど
そ
れ
が
強
化
さ
れ
る
時
は
、
清
の
日
本
へ
の
脅
威
は
釜
山
に
対
し
て
の
み
に
留
ま
る
わ
け
で
は
な
い
筈
だ
。

竹
添
の
見
解
で
は
、
今
日
の
状
況
は
要
す
る
に
日
清
両
国
が
互
い
の
競
争
心
よ
り
朝
鮮
に
つ
い
て
対
抗
し
て
い
る
の
で
あ
り
現
実
の
朝
鮮
に

は
そ
の
よ
う
な
価
値
は
な
い
、
そ
し
て
日
本
の
と
る
べ
き
政
策
の
基
本
は
「
我
ヨ
リ
一
切
干
渉
セ
ス
シ
テ
静
二
別
途
ノ
運
ヒ
ヲ
傍
観
ス
ル
ニ
如

グ
ナ
シ
」
（
私
信
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
竹
添
の
見
解
も
井
上
と
等
し
く
不
干
渉
論
だ
っ
た
。

白
木
の
朝
鮮
政
策
の
最
高
責
任
者
と
現
地
の
遂
行
者
は
、
内
心
で
は
と

壬午事変後の朝鮮問題（高橋）

も
に
不
干
渉
論
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
竹
添
の
こ
の
一
連
の
報
告
は
、
政
府
の
公
的
方
針
で
あ
る
「
独
立
」
論
修
正
に
向
け
て
の
現
地

よ
り
の
再
度
の
試
み
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
不
干
渉
論
者
の
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
注
意
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
朝
鮮
へ
の
日
本
の
勢
力
拡
張
の
展
望
を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
先
の
鉱
山
開
発
に
つ
い
て
の
意
見
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
朝
鮮
が
開
化
の
方
向
に
進
ん
で
行
く
な
ら
ば
清
離
れ
が
お
こ
り
、

親
日
化
の
余
地
が
生
じ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
客
観
的
に
見
れ
ば
こ
れ
は
奇
妙
で
ふ
た
し
か
な
考
え
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
開
化
↓

親
日
化
は
壬
午
事
変
前
、
守
旧
派
に
対
す
る
関
氏

l
開
化
派
を
支
持
し
て
以
来
、

日
本
側
の
固
定
観
念
に
な
っ
て
お
り
、
積
極
的
朝
鮮
政
策
を
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清
よ
り
の
自
立
↓
親
日
化
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

封
印
せ
ざ
る
を
え
な
い
立
場
よ
り
の
単
な
る
負
け
惜
み
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ご
く
長
期
的
視
野
に
お
い
て
は
不
干
渉
論
も
朝
鮮
の

70 (712) 

こ
う
し
た
考
え
を
持
つ
竹
添
の
実
際
の
行
動
が
、

田
保
橋
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
清
官
と
親
交
を
結
び
独
立
党
を
疎
外
す
る
傾
向
に
あ
っ
た

し
か
し
政
府
の
決
定
が
「
独
立
」
論
に
あ
る
以
上
、
竹
添
の
行
動
が
こ
う
し
た
方
向
に
一

こ
と
（
『
悶
』
九
一
六
、
七
頁
）
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

元
化
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
竹
添
は
朴
泳
孝
ら
独
立
党
と
接
触
し
、
そ
の
独
立
論
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
た
（
例
え
ば
機
密
信
第
九
号
）
。

＠
 

ま
た
日
朝
間
の
外
交
交
渉
に
お
い
て
も
竹
添
は
出
発
時
の
「
温
和
」
方
針
と
は
違
っ
て
極
め
て
威
圧
的
な
外
交
を
行
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
竹

添
の
威
圧
的
行
動
そ
れ
に
日
本
軍
の
駐
留
は
、

日
本
の
意
図
や
行
動
に
対
す
る
危
倶
を
朝
鮮
や
清
に
だ
か
せ
続
け
た
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
朝
鮮

政
策
は
、
そ
の
実
施
に
お
い
て
も
、
方
針
と
等
し
く
二
面
的
な
矛
盾
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

①

E
章
註
①
井
上
書
簡
・
『
中
日
韓
』

m
・
附
件
ロ
、
一

O
二
三
、
四
頁
。

②
一
入
八
二
年
八
月
二
七
日
付
花
房
宛
訓
令
（
『
日
韓
』

2
、
二
一
四
、
五
頁
）
。

③

E
章
註
①
井
上
書
簡
、
一
入

O
頁。

③
吉
田
宛
金
玉
均
書
簡
（
『
吉
田
文
書
』

g
h
s、
日
付
を
欠
く
が
内
容
よ
り
こ
の

時
の
も
の
と
推
定
す
る
。

⑤

同

右

o
E
H
Z
ω
Z
O
B
E
－－
z
z。・
5
U
H∞∞
N

・
己
・
凸
（
町
0
・品目・〈
o
－－

日
田
由
）

⑥

同

右

M
U
R
r
g
報
告
。
こ
れ
は
招
商
局
よ
り
の
借
款
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ

、「，，。

⑦
銃
器
供
与
に
つ
い
て
井
上
は
「
別
段
清
国
之
感
触
ヲ
悪
ス
ル
ノ
懸
念
モ
無
之
」

と
判
断
し
て
い
た
（
一
一
月
一
一
一
O
日
付
三
条
宛
井
上
上
申
（
『
井
上
文
書
』
書
類

m

1
8）
。
竹
添
・
花
房
意
見
書
は
、
器
具
・
借
款
の
供
与
は
か
え
っ
て
清
の
猪
疑

を
減
じ
る
可
能
性
さ
え
も
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
援
助
の
規
模
の
小
さ
さ
と
対
清

対
立
回
避
の
願
望
が
こ
う
し
た
見
通
し
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

③
竹
添
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
『
田
』
上
、
九
O
六
、
七
頁
、
彰
『
明
治
初
期
日

韓
清
関
係
の
研
究
』
・
一
九
六
九
・
塙
書
一
房
、
二
四
五
、
六
頁
、
参
照
。

③
（
一
入
八

O
）
年
八
月
三
O
日
付
宍
戸
宛
井
上
書
簡
（
『
宍
戸
磯
関
係
文
書
』

B

｜
4
）。

⑬
（
一
八
八
三
〉
年
二
月
一
三
日
付
井
上
宛
竹
添
書
簡
（
『
三
条
家
文
書
』
書
類

M
1
9
）
。

⑪
『
秘
書
』
朝
鮮
交
渉
中
、
一
、
二
頁
。
こ
れ
が
一
号
で
あ
る
こ
と
は
後
述
の
一
一
一

号
に
明
ら
か
で
あ
る
。

⑫
一
二
月
二
八
日
に
竹
添
を
の
せ
横
浜
を
出
航
し
た
明
治
丸
は
仁
川
で
一
両
日
停

泊
の
後
、
一
月
一
六
日
に
下
関
に
帰
港
し
て
お
り
（
『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
八

三
年
一
月
一
七
日
）
花
房
の
仁
川
着
は
一

O
日
頃
と
思
わ
れ
る
。

⑬
花
房
「
条
約
要
説
」
（
『
日
韓
』

2
、
一
＝
三
頁
）
。
な
お
公
使
館
警
備
・
賠
償

要
求
が
壬
午
事
変
処
理
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は

前
掲
拙
稿
「
壬
午
事
変
と
卯
治
政
府
」
参
照
。

⑬
一
八
八
二
年
九
月
三
日
付
花
一
一
宛
訓
令
（
『
明
治
十
五
年
朝
鮮
事
件
』
）
。

⑬
（
一
入
入
二
）
年
九
月
九
日
井
上
宛
吉
田
書
簡
（
『
井
上
文
書
』
）
。



⑬
・
⑫
〈
一
八
八
二
）
年
九
月
一
一
三
日
付
吉
田
宛
花
房
書
簡
（
『
吉
田
文
書
』
初
）
。

⑬
『
紀
』
豆
、
八

O
七
頁
・
一
八
入
二
年
一
一
月
二
日
付
三
条
宛
大
山
伺
（
『
公
文

録
』
明
治
十
五
年
、
陸
軍
省
、
品
－

m
・
＠
・

8
H
S。

⑬
一
八
八
二
年
一
二
月
二
六
日
付
同
宛
同
伺
〔
同
右
・
明
治
十
五
年
・
陸
軍
省
、

払－

m
・
＠
・

8
品目）。

＠
同
右
・
一
八
人
三
年
一
月
二
六
日
付
伊
藤
宛
井
上
書
簡
（
『
伊
藤
』
一
二
八
三

頁）。

＠
竹
添
の
強
圧
的
衣
渉
ぷ
り
は
海
底
電
線
施
設
要
求
交
渉
に
関
す
る
機
密
信
第
一

三
号
（
『
三
条
家
文
書
』
書
類
鈍

I
9）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
で
竹
添

は
出
発
前
の
方
針
と
の
豹
変
を
中
国
人
・
朝
鮮
人
へ
の
蔑
視
観
に
よ
っ
て
合
理
化

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

V 
章

清
・
朝
関
係
の
展
開

壬
午
事
変
後
の
日
本
の
朝
鮮
政
策
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
課
題
で
あ
る
こ
の
時
期
の
朝
鮮
問
題
の
位
置
の
検
討
に
は
、

さ
ら
に
朝
鮮
・
清
側
の
動
き
の
把
握
が
不
可
欠
と
な
る
。
本
章
は
朝
鮮
史
・
中
国
史
の
研
究
に
よ
り
な
が
ら
こ
れ
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
え
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

一
九
世
紀
中
期
の
西
洋
の
外
匠
到
来
前
、
東
ア
ジ
ア
に
は
近
代
的
国
際
関
係
と
異
な
る
秩
序
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
秩
序
の
中
で
清
と
朝

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〉

鮮
は
宗
属
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
に
お
い
て
朝
鮮
国
王
は
清
皇
帝
に
臣
従
の
礼
を
と
っ
た
が
、
後
者
は
前
者
を
保
護
す
る
道
徳
的
責
務
を

①
 

負
っ
て
い
た
。
そ
し
て
朝
鮮
の
政
治
は
、
「
属
邦
自
主
」
の
考
え
に
よ
り
一
切
朝
鮮
の
自
主
に
任
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
こ
う
し
た
伝
統
的
関
係
は
一
九
世
紀
中
期
以
降
、
変
容
し
て
い
く
。
そ
の
要
因
は
第
一
に
、
近
代
的
国
際
関
係
の
原
則
を
強
要
す
る
、

西
洋
・
日
本
の
外
圧
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、
清
・
朝
鮮
の
内
部
か
ら
の
動
き
で
、
そ
の
方
向
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
近
代
的
国
際
関
係
に
自

主
的
に
移
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
そ
の
目
標
は
近
代
的
意
味
で
の
属
国
・
完
全
な
独
立
と
、
清
・
朝
鮮
で
異
な
る
）
、
他
は
新
し
い
状
況
の
下
で
伝
統

的
宗
属
関
係
を
極
力
、
維
持
・
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
清
・
朝
鮮
自
ら
の
変
容
の
過
程
を
見
る
。

(713〕

西
洋
や
日
本
の
圧
力
と
い
う
新
た
な
外
交
問
題
の
発
生
に
対
し
、
朝
鮮
政
府
は
伝
統
的
鎖
国
体
制
の
維
持
を
望
み
、
そ
の
た
め
清
を
楯
に
し

71 



ょ
う
と
し
た
。

一
方
、
清
は
朝
鮮
の
た
め
に
危
険
を
負
担
す
る
気
は
な
く
朝
鮮
に
外
交
自
主
権
は
あ
り
自
ら
の
問
題
で
あ
る
と
介
入
は
回
避
し

(714) 

た
。
し
か
し
朝
鮮
が
鎖
国
方
針
の
た
め
外
国
と
の
紛
争
に
陥
る
こ
と
は
望
ん
で
お
ら
ず
、
外
圧
へ
の
妥
協
（
日
本
の
開
園
、
元
山
開
港
要
求
の
承
認
・

②
 

西
洋
へ
の
開
国
）
を
勧
告
（
強
制
で
は
な
く
）
し
て
い
た
。

72 

清
の
側
か
ら
の
変
容
の
動
き
は
戸
八
七
九
年
以
降
始
ま
る
。
日
本
の
琉
球
処
分
で
対
日
不
信
を
強
め
た
清
は
、
日
本
や
ロ
シ
ア
よ
り
朝
鮮
を

③
 

守
り
、
そ
れ
を
自
ら
の
影
響
下
に
留
め
る
た
め
に
朝
鮮
へ
の
積
極
的
介
入
を
開
始
し
た
。
即
ち
同
年
八
月
に
は
朝
鮮
に
開
国
と
「
自
強
」
政
策

の
採
用
を
李
鴻
章
が
強
く
勧
告
し
た
。
そ
し
て
一
八
八
一
年
に
は
開
化
の
た
め
の
朝
鮮
人
留
学
生
の
受
け
い
れ
を
認
め
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
朝

鮮
外
交
に
直
接
介
入
し
朝
米
聞
の
条
約
を
仲
介
し
そ
の
条
文
中
に
属
国
規
定
の
挿
入
を
図
ろ
う
と
し
た
。

④
 

こ
の
対
朝
積
極
化
に
つ
い
て
清
政
府
内
部
で
は
二
つ
の
潮
流
が
存
在
し
て
い
た
。
一
つ
は
監
国
の
派
遣
な
ど
に
よ
り
伝
統
的
宗
属
関
係
を
近

代
的
な
実
質
的
支
配
関
係
に
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
（
以
下
、
こ
れ
を
「
属
国
化
」
論
と
呼
ぶ
）
で
何
如
埠
・
張
轡
ら
主
に
「
清
流
」
系
の
主
張
で

あ
る
。
他
は
准
派
の
総
師
、
北
洋
大
臣
李
鴻
章
を
中
心
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
彼
の
主
張
は
、
彼
が
朝
米
条
約
に
挿
入
を
試
み
さ
せ
た
属
邦
規

定
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
朝
鮮
久
為
中
国
属
邦
、
而
外
交
内
政
事
宜
、
均
得
自
主
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
属
邦
関
係
を
条
文

⑤
 

化
し
西
洋
の
承
認
を
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
近
代
的
国
際
関
係
へ
の
接
近
を
示
し
て
い
る
が
、

条
文
の
内
容
は
以
前
と
同
じ
「
属
邦
自

主
」
論
で
あ
り
、
外
交
自
主
権
を
も
認
め
て
い
た
。
李
は
朝
鮮
が
他
国
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
を
回
止
す
る
と
と
も
に
欧
米
に
対
し
て
属
邦
の

名
分
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
が
、
「
属
国
化
」
は
望
ま
ず
、
従
来
の
伝
統
的
関
係
を
極
力
維
持
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
こ
の
考
え
を
以
下

「
属
邦
」
論
と
す
る
）
。

こ
の
両
者
の
内
、
清
の
朝
鮮
政
策
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
後
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
李
に
と
り
朝
鮮
へ
の
影
響
力
の
行
使
は
、
強
制

⑤
 

的
手
段
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
は
不
可
で
、
従
来
と
等
し
く
間
接
的
手
続
が
望
ま
し
い
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
李
の
政
策
の
実
施
の
た
め
に

は
朝
鮮
内
に
そ
れ
に
対
応
す
る
勢
力
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
朝
鮮
政
府
に
お
い
て
は
、

一
八
七
九
年
段
階
で
は
李
の
開
国
勧
告
を
拒
否
し
た
よ
う
に
変
容
へ
の
動
き
は
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。



し
か
し
翌
年
に
な
る
と
す
で
に
思
想
的
に
は
芽
生
え
て
い
た
開
化
派
が
政
治
勢
力
と
し
て
明
確
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
旬
。
彼
ら
は
対
立
す

る
こ
大
勢
力
、
関
氏
・
大
院
君
派
の
内
、
前
者
の
系
統
に
属
し
、
政
府
内
で
徐
々
に
力
を
つ
け
て
い
っ
た
。
そ
し
て
清
・
朝
関
係
を
い
か
に
位

置
づ
け
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
開
化
派
内
で
志
向
の
違
い
が
存
在
し
て
い
た
。

一
つ
は
金
玉
均
・
朴
泳
孝
ら
後
の
独
立
党
と
な
る
急
進
派
の
考
え
で
、
宗
属
関
係
の
破
棄
と
近
代
的
意
味
で
の
完
全
な
独
立
国
た
ろ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
は
金
允
植
ら
穏
健
派
の
も
の
で
、
前
者
と
は
逆
に
伝
統
的
宗
属
関
係
を
維
持
、
さ
ら
に
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
朝
米
条
約
草
案
へ
の
清
の
属
国
規
定
の
導
入
を
、
清
が
朝
鮮
の
安
全
保
障
を
明
確
に
ひ
き
受
け
た
も
の
と
し
て
大
歓
迎
し
た
こ
と
に
見

③
 

ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
清
を
外
圧
へ
の
防
壁
た
り
う
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
内
政
面
に
お
け
る
開
化
政
策
の
推
進
に
あ
た
っ
て

⑨
 

も
清
の
強
い
助
力
を
期
待
し
て
い
た
。
穏
健
闘
化
派
の
清
へ
の
期
待
の
大
き
さ
の
背
景
に
は
、
そ
の
伝
統
的
な
権
威
や
開
化
を
急
速
に
達
成
す

⑬
 

る
に
あ
た
っ
て
の
自
己
の
当
面
の
力
量
不
足
の
判
断
と
と
も
に
早
晩
、
日
清
聞
の
開
戦
は
不
可
避
で
そ
の
際
、
朝
鮮
は
対
処
に
苦
し
ま
ざ
る
を

⑪

⑫

 

え
な
い
と
い
う
極
東
情
勢
に
つ
い
て
の
厳
し
い
予
測
と
日
本
へ
の
不
信
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
金
允
植
・
魚
允
中
ら
穏
健
闘
化
派
は
清
に
度
々
派
遣
さ
れ
清
政
府
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
た
。
そ
し
て
李
に
と
っ
て
彼
ら
は
勧
告
に

応
じ
朝
鮮
の
開
化
を
導
き
う
る
勢
力
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
壬
午
事
変
前
、
朝
鮮
の
開
化
に
向
け
て
清
・
朝
鮮
を
横
断
す
る
勢
力
が
形

成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〉

開
化
政
策
を
と
り
始
め
た
関
氏
政
権
は
壬
午
事
変
で
崩
壊
し
大
院
君
政
権
が
復
活
す
る
。
こ
の
大
院
君
政
権
を
打
倒
し
関
氏
政
権
の
復
活
を

可
能
に
し
た
の
は
、
清
の
介
入
で
あ
っ
た
。
軍
艦
を
派
遣
し
最
高
権
力
者
を
技
致
す
る
と
い
う
こ
の
時
の
清
の
介
入
は
、

一
八
七
九
年
以
降
の

積
極
化
を
は
る
か
に
こ
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
積
極
的
介
入
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
第
一
に
、
右
に
見
た
清
・
朝
提
携
軸
の
存
在
で
あ
る
。
事
変
発
生
時
、

丁
度
、
天
津
に
滞
在
し
て

い
た
金
允
植
・
魚
允
中
が
こ
の
介
入
を
強
く
清
側
に
説
き
そ
れ
が
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
彼
ら
が
大
院
君
打
倒
を
説

い
た
の
は
、
彼
の
守
旧
的
政
治
路
線
へ
の
対
立
と
と
も
に
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
日
本
が
武
力
介
入
し
て
く
る
の
を
お
そ
れ
た
か
ら
で
あ
っ

73 (715) 



ん
ゆ
。
第
一
一
に
清
自
体
に
つ
い
て
は
、
本
十
鴻
章
は
偶
々
服
喪
の
た
め
帰
郷
中
で
、
李
の
代
役
を
勤
め
て
い
た
張
樹
声
の
朝
鮮
政
策
は
「
属
国
化
」

路
線
へ
の
傾
斜
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
従
来
の
李
の
持
重
的
行
動
と
は
異
な
る
敏
速
か
つ
積
極
的
な
介
入
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

⑬
 

の
で
あ
る
。

大
院
君
政
権
打
倒
の
後
、
呉
長
慶
指
揮
下
の
清
軍
六
営
三
千
人
は
漢
城
に
駐
留
、
清
の
勢
力
は
格
段
に
強
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
清
の
指
導
の

下
に
朝
鮮
政
府
は
再
び
開
化
政
策
を
と
り
始
め
た
（
『
田
』
八
六
九
J
八
七
二
頁
）
。
こ
の
後
、
清
が
格
段
に
強
化
さ
れ
た
勢
力
を
ど
う
す
る
か
が

⑮
 

重
要
な
問
題
と
な
る
。
こ
の
時
清
の
朝
鮮
政
策
を
主
導
し
た
の
は
、
九
月
九
日
よ
り
帰
任
し
た
李
鴻
章
で
あ
っ
た
。

壬
午
事
変
後
の
李
の
朝
鮮
政
策
は
、
張
侃
紛
の
「
朝
鮮
善
後
事
宜
六
策
」
（
一
八
八
二
年
一

O
月
二
七
日
）
に
対
す
る
李
の
奏
疏
（
一
一
月
二
ハ
日
）

⑮
 

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
通
商
大
臣
を
派
遣
し
外
交
権
を
握
る
こ
と
、
二
、
中
国
人
教
官
に
よ
る
朝
鮮

張
は
「
清
流
」
系
に
属
す
る
対
朝
「
属
国
化
」
論
者
で
、

軍
組
織
、
一
二
、
済
物
浦
条
約
の
償
金
・
駐
兵
規
定
に
対
抗
す
る
た
め
の
朝
鮮
へ
の
借
款
と
清
軍
数
営
の
駐
屯
、
四
、
日
本
に
備
え
る
た
め
の
快

速
船
三
隻
の
仁
川
駐
守
、
五
、
奉
天
の
防
備
強
化
、
六
、

ロ
シ
ア
に
備
え
る
た
め
の
清
軍
に
よ
る
永
輿
湾
防
備
策
樹
立
の
六
策
を
主
張
し
て
い

た。
張
の
主
張
の
中
心
は
一
の
大
臣
派
遣
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
李
は
断
乎
反
対
し
た
。
そ
の
理
由
は
一
つ
に
は
、
日
本
の
反
発
へ
の
不
安
で

あ
っ
た
。
ま
た
一
つ
に
は
そ
れ
が
清
の
負
担
の
増
加
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
大
臣
を
派
遣
す
れ
ば
各
国
は
朝
鮮
問
題
に
つ

き
清
政
府
に
交
渉
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
煩
に
耐
え
な
い
と
李
は
し
た
。
さ
ら
に
大
臣
を
派
遣
し
事
実
上
の
支
配
を
行
う
場
合
に
朝
鮮
が
他
国

の
教
唆
に
よ
り
清
に
反
抗
し
た
時
、

「
朝
廷
又
将
ニ
、
何
ヲ
以
テ
之
ニ
処
セ
ン
」
と
反
問
し
た
。

つ
ま
り
李
は
大
臣
派
遣
と
い
う
介
入
の
強
化

が
更
に
一
層
の
介
入

1
負
担
を
も
た
ら
す
と
し
て
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
朝
鮮
実
質
支
配
（
「
属
国
化
」
）
の
た
め
の
重
い
負
担
は
李
の
望
む

と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
李
の
望
む
朝
鮮
政
治
路
線
は
、
依
然
、
朝
鮮
政
府
が
自
主
権
を
持
ち
自
ら
の
責
任
で
行
動
し
、
結
果
と

し
て
そ
れ
が
清
の
意
に
沿
う
も
の
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
李
の
意
向
は
六
に
つ
い
て
の
意
見
に
も
現
わ
れ
る
。
即
ち
李
は
永
輿
湾

74 (716) 



防
衛
は
朝
鮮
自
ら
軍
備
を
整
え
る
べ
き
で
清
は
海
軍
の
巡
廻
で
支
援
す
る
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
対
日
本
策
で
あ
る
済
物
浦
条
約
に
対
抗
す
る
た
め
の
三
の
主
張
に
つ
い
て
李
は
、
す
べ
て
反
対
し
た
。
駐
兵
に
つ
い
て
は
、
日
本
軍
は

わ
ず
か
に
二

O
O名
で
し
か
も
一
年
後
に
は
撤
退
す
る
（
後
述
す
る
よ
う
に
済
物
浦
条
約
第
五
条
に
つ
い
て
の
清
側
解
釈
）
の
で
、
清
軍
は
当
面
六
営

⑫
 

一
年
後
、
日
本
軍
が
撤
退
す
れ
ば
完
全
撤
兵
す
べ
し
と
し
た
。
ま
た
償
金
支
払
借
款
は
、
償
金

つ
ま
り
李
は
日
本
と
の
対
抗
は
意

を
留
め
る
が
、
明
春
に
は
半
数
を
撤
退
さ
せ
、

支
払
方
式
が
年
額
五
万
円
一

O
年
賦
に
な
っ
た
以
上
、
朝
鮮
に
も
支
払
可
能
で
あ
り
不
要
で
あ
る
と
し
た
。

識
し
な
が
ら
も
、
そ
の
対
抗
の
た
め
に
駐
兵
の
よ
う
な
強
硬
か
つ
多
費
な
政
策
に
出
る
必
要
は
な
い
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ

⑬
 

と
は
彼
が
当
面
、
日
本
の
朝
鮮
へ
の
脅
威
を
そ
れ
ほ
ど
切
迫
し
た
も
の
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
李
は
朝
鮮
に
対
す
る
壬
午
事
変
後
の
介
入
の
強
化
を
一
切
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
二
の
朝
鮮
軍
建
設
に
は
朝
鮮
側

よ
り
の
依
頼
も
あ
る
こ
と
で
あ
り
賛
成
し
、
四
の
海
軍
駐
守
に
つ
い
て
も
賛
成
し
て
い
た
。
即
ち
負
担
が
重
く
な
く
か
っ
そ
れ
ほ
ど
強
硬
と
は

⑮
 

な
ら
な
い
範
囲
で
李
は
介
入
を
支
持
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
属
国
化
」
を
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
李
の
政
策
は
、
壬
午
事
変
以
後
に
お
い
て
も
「
属
邦
」
論
の
枠
内
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
日
本
と
の
対
抗
も
そ
れ
ほ
ど
強
く
意
識

さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〕

こ
う
し
た
李
の
考
え
は
具
体
的
政
策
の
中
に
も
貫
か
れ
て
い
る
。
従
来
、
壬
午
事
変
後
の
清
の
朝
鮮
支
配
政
策
と
言
わ
れ
る
、
清
朝
水
陸
貿

易
章
程
・
清
軍
駐
留
・
メ
ル
レ
ン
ド
ル
フ
、
馬
建
常
の
朝
鮮
政
府
顧
問
派
遣
は
、
朝
鮮
の
「
属
国
化
」
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

＠
 

怠
り

4
Q
o

壬
午
事
変
後
清
は
朝
鮮
に
お
け
る
勢
力
を
格
段
に
強
化
し
た
。
そ
し
て
清
が
今
後
ど
う
い
う
方
針
に
出
る
の
か
、
介
入
を
縮
少
し
て
行
く
の

か
、
「
属
国
化
」
し
て
行
く
の
か
、
外
部
に
は
不
明
で
あ
り
、
日
本
側
に
お
い
て
も
様
々
な
観
測
を
生
ん
だ
。
し
か
し
清
政
府
の
中
心
的
な
意
図

に
お
い
て
は
、
「
属
国
化
」
の
意
向
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(717) 

①
国
際
秩
序
と
し
て
の
宗
属
関
係
に
つ
い
て
は
坂
野
正
高
『
近
代
中
国
政
治
外
交

史
』
（
一
九
七
三
・
東
京
大
学
出
版
会
〉
第
三
章
・
影
前
掲
書
、
六
一
、
二
頁
、
「
属
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邦
自
主
」
論
に
つ
い
て
は
『
田
』
第
三

O
、
参
照
。

②
以
上
、
原
因
環
「
朝
・
中
「
両
裁
体
制
」
成
立
前
史
」
（
飯
沼
二
郎
・
萎
在
彦
編

『
近
代
朝
鮮
の
社
会
と
思
想
』
（
一
九
人
一
・
未
来
社
）
、
以
下
A
論
文
、
「
十
九
世

紀
の
朝
鮮
に
お
け
る
対
外
的
危
機
意
識
」
（
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
幻
・
一
九

八
四
｜
三
、
以
下
B
論
文
）
に
よ
る
。

③
原
因
A
論
文
四
節
、
参
照
。

＠
以
下
、
清
政
府
内
の
二
潮
流
に
つ
い
て
は
鈴
木
智
夫
「
中
国
に
お
け
る
国
権
主

義
的
外
・
交
論
の
成
立
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
側
・
一
九
七
四
l
一
）
・
原
因
A
論
文
・

秋
月
望
「
朝
中
貿
易
交
渉
の
経
緯
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
日
・
一
九
八
四
）
・

藤
岡
喜
久
男
『
張
容
と
辛
亥
革
命
』
ハ
一
九
八
五
・
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
）
第

一
章
・
茂
木
敏
夫
「
李
鴻
章
の
属
国
支
配
観
」
（
『
中
国
l
社
会
と
文
化
』

2
・一

九
八
七
〉
、
参
照
。

⑤
こ
の
時
の
李
の
属
邦
規
定
条
文
化
の
試
み
の
理
由
に
つ
い
て
は
秋
月
前
掲
論
文
、

注
印
、
参
照
。

⑥
同
右
、
九
一
一
貝
。

⑦
開
化
派
の
思
想
的
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
養
在
彦
『
朝
鮮
の
開
化
思
想
』
（
一
九

入
0
・
岩
波
書
店
〉
参
照
。

③
原
因
「
一
八
人
0
年
代
前
半
の
関
氏
政
権
と
金
允
植
」
（
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文

集』

m
－
一
九
八
五
｜
三
、
以
下
C
論
文
）
九
五
、
六
頁
。

⑨
壬
午
事
変
直
後
、
金
允
植
は
張
審
の
「
朝
鮮
善
後
六
策
」
（
『
田
』
、
八
六
一
、
二

頁
）
を
「
皆
守
経
之
論
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
（
大
韓
民
国
文
教
部
国
史
編
纂

委
員
会
『
韓
国
史
料
叢
書
第
6
・
陰
晴
史
』
・
一
九
七
一
・
京
裁
・
探
求
堂
、
一
九

九
頁
）
。
こ
の
意
見
書
は
「
属
国
化
」
論
の
代
表
的
な
も
の
で
監
国
の
派
遣
な
ど
が

主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
金
が
支
持
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
彼
が

評
価
す
る
の
は
、
朝
鮮
の
内
政
革
新
の
部
分
で
あ
ろ
う
。

⑬
秋
月
前
掲
論
文
、
九
三
頁
。

⑪
「
ハ
琉
球
問
題
で
）
早
晩
、
中
国
与
日
本
構
兵
、
則
我
国
極
難
処
其
間
」
（
一
八

八
二
年
三
月
二
九
日
金
允
植
の
所
感
、
前
掲
『
陰
晴
史
』
、

λ
二一貝）。

⑫
原
田
C
論
文
、
九
六
、
七
頁
。

⑬
事
変
処
理
過
程
で
金
・
魚
の
は
た
し
た
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
は
影
前
掲
番
、

第
三
章
第
一
節
参
照
。

＠
こ
の
時
の
清
の
内
情
に
つ
い
て
は
同
右
・
藤
岡
前
掲
書
、
第
一
章
第
一
節
、
参

照。
⑬
藤
岡
前
掲
語
、
二
O
J
二
五
買
。

⑬
張
奏
摺
は
『
光
緒
』
四
、
旬
、
二
入
、
九
丁
、
李
奏
摘
は
問
削
、
三
一

J
三
四

了。
＠
壬
午
事
変
後
の
李
の
朝
鮮
派
遣
軍
政
策
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
は
駐
兵

の
継
続
と
い
う
側
面
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
李
の
朝
鮮
政
策
と
い
う
視
角

に
限
れ
ば
、
そ
れ
が
一
年
間
と
い
う
期
限
付
の
、
あ
く
ま
で
日
本
軍
の
駐
留
に
対

抗
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

⑬
李
は
六
の
永
興
湾
防
備
問
題
に
つ
い
て
も
ロ
シ
ア
の
脅
威
は
当
面
な
い
と
し
て

お
り
、
朝
鮮
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
へ
の
危
機
感
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
。

⑬
李
は
朝
鮮
の
求
め
に
応
じ
関
税
・
鉱
山
を
抵
当
に
招
商
局
よ
り
五

O
万
両
の
借

款
供
与
を
行
お
う
と
し
て
い
た
（
壬
午
事
変
前
よ
り
滑
は
朝
鮮
の
鉱
山
資
源
に
関

心
を
持
っ
て
お
り
〔
前
掲
『
陰
晴
史
』
、
一
七
二
買
て
そ
れ
は
事
変
後
の
清
の
朝

鮮
鉱
山
調
査
に
つ
な
が
っ
た
）
。
し
か
し
奏
摺
の
中
で
述
ベ
て
い
る
よ
う
に
李
に

お
い
て
こ
れ
は
、
政
治
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
各
国
通
例
の
経
済
投
資

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

＠
壬
午
事
変
後
の
清
の
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
は
、
「
属
国
化
」
を
め
ざ
す
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
（
中
村
義
「
洋
務
派
の
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
」

ハ
『
山
崎
先
生
退
官
記
念
東
洋
史
学
論
集
』
・
一
九
六
七
・
大
安
〕
等
〉
。
し
か
し
清

斡
水
陸
貿
易
章
程
の
成
立
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
で
こ
れ
を
批
判
す
る
秋
月
型
民

の
研
究
（
木
常
駐
④
論
文
・
「
朝
中
間
の
三
角
貿
易
章
程
の
締
結
経
緯
」
〔
『
朝
鮮

学
報
』
山
・
一
九
八
五
l
四
〕
）
が
最
近
登
場
し
て
お
り
通
説
の
再
検
討
が
必
要
と
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な
っ
て
き
て
い
る
。

貿
易
章
程
以
外
に
つ
い
て
見
て
も
、
消
寧
に
長
期
、
駐
留
の
意
図
は
当
初
な
か
っ

た
こ
と
は
本
文
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

メ
ル
レ
ン
ド
ル
フ
と
馬
建
常
を
顧
問
と
し
て
派
遣
し
た
こ
と
に
は
、
彼
ら
を
過

し
て
の
影
響
力
の
行
使
の
意
図
は
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
も
清
よ
り
の
お

し
つ
け
派
遣
で
は
な
く
、
朝
鮮
側
が
欧
米
へ
の
開
国
に
あ
た
り
西
洋
の
言
語
・
事
情

に
通
じ
た
顧
問
の
派
遣
を
求
め
て
い
た
こ
と
（
前
掲
『
陰
晴
史
』
－
四
二
貝
・
「
代

朝
鮮
勝
西
土
片
」
〔
『
李
文
忠
公
全
抗
日
』
奏
杭
四
十
五
、
十
四
丁
〕
）
に
応
じ
た
御
雇

外
国
人
の
派
逃
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
メ
ル
レ
ン
ド
ル
フ
の
現
突
の

行
動
（
馬
建
常
は
一
八
八
三
年
中
に
帰
国
し
た
）
は
、
李
の
期
待
に
反
し
、
清
よ

り
の
朝
鮮
の
自
立
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
（
『
回
』
下
、
第
五
人
）
。

終
章

朝
鮮
問
題
の
行
方

朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
清
対
抗
は
結
局
、

日
清
戦
争
に
帰
結
し
た
。
こ
の
日
清
対
抗
の
展
開
の
中
で
、
壬
午
事
変
後
の
時
期
が
し
め
る
位
置
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
観
点
よ
り
本
稿
の
検
討
の
結
果
を
整
理
し
、
そ
の
上
で
以
後
へ
の
展
望
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

壬
午
事
変
に
対
し
清
は
従
来
の
持
重
方
針
を
捨
て
積
極
的
な
対
応
を
と
っ
た
。
こ
の
結
果
、
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
清
対
抗
は
顕
在
化
し
た
。
し

か
し
こ
の
こ
と
は
両
国
の
対
決
が
不
可
避
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

日
本
政
府
は
壬
午
事
変
後
も
「
独
立
」
論
を
と
り
独
立
援
助
政
策
を
と
る
こ
と
を
決
め
た
が
、
け
っ
し
て
対
清
対
決
を
決
意
・
意
図
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

「
独
立
」
方
針
を
と
り
な
が
ら
対
清
協
調
を
図
る
と
い
う
矛
盾
し
た
政
策
で
あ
る
消
駆
的
「
独
立
」
方
針
を
日
本
政

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〉

府
は
と
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
実
に
朝
鮮
外
交
を
推
進
す
る
井
上
・
竹
添
は
と
も
に
こ
の
時
内
心
で
は
不
干
渉
論
者
で
あ
り
、

「
独
立
」
政
策
を
対
清
協
調
の
側
面
に
重
点
を
お
い
て
実
行
し
よ
う
と
い
う
困
難
な
道
を
進
も
う
と
し
て
い
た
し
、
さ
ら
に
「
独
立
」
方
針
の

不
干
渉
方
針
へ
の
転
換
を
度
々
試
み
て
い
た
。

一
方
清
に
お
い
て
も
朝
鮮
政
策
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
李
鴻
章
は
「
属
国
化
」
論
で
は
な
く
「
属
邦
」
論
者
で
あ
り
、
ま
た
対
日
対
決
も

望
ん
で
い
な
か
っ
た
。
両
国
の
外
交
責
任
者
は
と
も
に
対
決
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
独
立
・
属
国
と
い
う
よ
う
な
原

理
的
対
立
は
、
二
、
三

O
年
と
い
う
幅
に
お
い
て
必
ず
現
実
に
解
決
（
戦
争
な
ど
に
よ
り
）
を
つ
け
ざ
る
を
え
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
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し
か
し
も
ち
ろ
ん
こ
れ
と
は
逆
に
対
決
へ
導
く
状
況
・
要
因
も
存
在
し
て
い
た
。

(720〕

第
一
に
朝
鮮
の
状
況
で
あ
る
。
意
図
の
如
何
を
問
わ
ず
外
国
軍
の
、
駐
留
は
そ
の
固
に
独
特
の
磁
力
を
発
揮
し
、
圏
内
政
治
と
外
国
勢
力
と
の

78 

連
闘
を
も
た
ら
し
、
そ
の
国
の
政
治
を
歪
め
る
。
壬
午
事
変
前
に
芽
生
え
て
い
た
朝
鮮
支
配
層
の
清
文
は
日
本
へ
の
連
携
の
動
き
は
こ
こ
に
明

確
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
関
氏

l
穏
健
闘
化
派
の
清
と
の
連
携
を
め
ざ
す
動
き
と
独
立
党
の
清
に
反
発
し
て
日
本
の
力
を
利
用
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
両
者
の
内
前
者
が
優
勢
で
、
事
変
後
、
清
の
支
持
の
下
に
開
化
政
策
を
進
め
て
い
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し

た
動
き
は
「
属
国
化
」
へ
の
独
立
党
の
危
機
感
を
高
め
、
開
化
政
策
の
進
め
方
自
体
に
つ
い
て
の
相
違
も
あ
り
そ
の
激
し
い
反
発
を
生
み
、
両

①
 

者
の
対
立
は
徐
々
に
深
ま
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
爆
発
す
る
か
否
か
は
、
前
者
の
開
化
政
策
の
成
果
の
如
何
・
後
者
に
対
す

る
日
本
側
の
「
援
助
」
の
如
何
が
大
き
な
要
因
と
な
ろ
う
。

第
二
は
日
清
両
国
内
の
強
硬
派
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
内
、
清
の
そ
れ
は
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
は
李
が
ほ
ぼ
お
さ
え
こ
ん
で
お
り
重
要
な
も

の
で
は
な
く
、
問
題
は
日
本
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
政
府
内
部
の
積
極
的
「
独
立
」
論
の
中
心
的
主
張
者
は
山
県
で
あ
っ
た
。

②
 

そ
し
て
山
県
自
身
と
い
う
よ
り
も
そ
の
背
後
の
軍
部
（
薩
派
系
及
び
中
堅
、
若
手
層
）
が
強
硬
派
の
真
の
中
心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
独
立
援
助

問
題
に
つ
い
て
「
独
立
」
方
針
・
軍
拡
決
定
と
彼
ら
の
意
向
が
一
見
実
現
し
た
よ
う
に
見
え
た
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
本

論
で
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
閣
議
決
定
の
こ
う
し
た
性
格
に
つ
い
て
軍
部
は
必
ず
し
も
納
得
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
八
九

O
年
九
月
、
大
山
陸
軍
卿
は
建
議
し
て
将
来
の
軍
備
計
画
を
決
め
る
た
め
に
、
外
交
の
根
本
方
針
を
攻
勢
と
す
る
か
守
勢
と
す
る
か

を
決
定
す
る
こ
と
を
求
め
た
（
『
大
山
厳
関
係
文
書
』

U
l
m）
。
こ
の
中
で
大
山
は
端
摩
の
嫌
い
は
あ
る
が
と
し
な
が
ら
も
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
彼
ノ
十
五
年
朝
鮮
ノ
変
乱
ア
ル
ヤ
其
年
十
二
月
軍
備
皇
張
経
費
増
額
ノ
眉
議
定
レ
リ
今
日
ユ
至
ル
モ
此
ノ
皇
張
ノ
規
模
ヲ
以
テ
一
切
ノ
目
的

ト
為
ス
ニ
至
ル
当
時
ノ
眉
議
外
交
ノ
方
針
或
ハ
攻
勢
ナ
リ
ト
謂
フ
モ
不
可
ナ
シ
」
。

大
山

1
軍
部
に
と
っ
て
こ
の
時
の
決
定
は
「
攻
勢
」

l
対

清
対
決
方
針
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
消
極
的
「
独
立
」
方
針
と
い
う
決
定
の
矛
盾
し
た
性
格
が
こ
う
し
た
理
解
の
余
地
を
残
し
た
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
曲
折
は
あ
り
な
が
ら
も
著
実
に
進
行
し
て
行
く
軍
備
拡
張
は
、
本
来
の
意
図
を
こ
え
て
軍
部
の
解
釈
を
実
施
す



る
実
体
的
な
基
盤
を
作
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
甲
申
事
変
の
勃
発
と
は
彼
ら
は
無
関
係
で
あ
っ
た
が
、
日
清
戦
争
と
い
う
東
ア

ジ
ア
へ
の
帝
国
主
義
的
状
況
の
呼
び
水
の
発
生
に
お
い
て
彼
ら
は
極
め
て
大
き
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
時
期
は
当
然
、
さ
ら
に
日
清
戦
争
の
直
前
に
お
い
て
も
、
軍
部
は
ま
だ
独
走
を
行
う
政
治
的
位
置
に
は
な
く
、
政
府
｜
外
務
省

の
線
で
十
分
お
さ
え
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
以
後
の
日
清
関
係
の
展
開
に
お
い
て
政
治
家
の
外
交
・
内
政
指
導
の
如
何
、
そ
の
背

後
の
彼
ら
の
見
識
如
何
が
、
ま
さ
に
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
壬
午
事
変
直
後
の
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
清
関
係
は
対
決
と
そ
の
回
避
と
い
う
こ
つ
の
方
向
を
持
ち
、
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
内
、
双
方
の
政
府
で
主
導
権
を
持
っ
て
い
た
の
は
後
者
の
方
向
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
双
方
が
朝
鮮
へ
の
政
策
を
展
開
し
て
行
く
中
で
、
相
互
信
頼
が
生
じ
る
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
相
互
信
頼
の

中
で
、
双
方
が
朝
鮮
に
対
す
る
介
入
を
段
階
的
に
縮
少
し
て
行
く
一
方
、
そ
の
国
際
的
位
置
に
つ
い
て
も
妥
協
が
成
立
す
る
に
至
る
（
国
際
法
の

進
貢
国
の
概
念
〔
E
章
註
②
〕
は
「
属
邦
自
主
」
論
と
共
通
す
る
部
分
が
大
き
く
、
宗
属
問
題
の
対
立
も
こ
の
位
置
付
け
で
妥
協
す
る
余
地
も
あ
り
え
よ
う
）
と

③
 

い
う
筋
道
も
日
清
対
立
解
消
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
八
八
三
年
に
お
け
る
こ
の
筋
道
実
現
の
可
能
性
の
有
無
を
検
討
す

る
こ
と
で
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

す
で
に

N
章
で
述
べ
た
よ
う
に
一
八
八
三
年
初
め
の
「
独
立
」
方
針
放
棄
に
向
け
て
の
竹
添
の
試
み
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後

壬午事変後の朝鮮問題（高橋）

も
竹
添
は
対
清
協
調
の
実
現
に
向
け
て
の
動
き
を
続
け
て
い
た
。

同
年
五
月
八
日
付
の
榎
本
武
揚
駐
清
公
使
宛
書
簡
（
『
榎
本
武
揚
関
係
文
書
』
）

で
竹
添
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
清
に
つ
い
て
は
、
在
朝
清
官
は
日
本
側
に
極
め
て
鄭
重
で
「
日
本
ト
協
力
シ
テ
朝
鮮
ヲ
暫
助
ス
ル
ノ
姿
ニ
相
見
」
え
る
、
旧
暦
の
五
、

六
月
頃
に
は
清
箪
六
営
中
三
営
が
撤
退
す
る
筈
で
、
清
の
介
入
も
次
第
に
薄
ら
ぐ
見
込
で
あ
る
、
と
報
じ
た
上
で
、
清
の
介
入
は
日
本
へ
の
疑

心
よ
り
生
じ
て
お
り
そ
れ
が
晴
れ
れ
ば
解
消
し
て
い
く
と
い
う
持
説
を
く
り
返
す
。
そ
し
て
琉
球
問
題
に
も
言
及
し
「
朝
鮮
ニ
向
テ
ノ
日
本
ノ

挙
動
ヲ
支
那
ヨ
リ
親
切
ト
見
認
メ
侵
略
主
義
一
一
非
ズ
ト
確
信
致
し
侯
上
ハ
琉
案
一
一
付
テ
モ
彼
ヨ
リ
激
裂
ナ
ル
談
判
決
し
て
申
間
敷
何
ト
ゾ
穏
カ

79 (721) 



ニ
納
得
為
致
度
」
と
し
た
。
竹
添
は
、
依
然
清
に
「
属
国
化
」
の
意
図
は
あ
る
と
見
て
お
ら
ず
、
清
の
日
本
へ
の
「
疑
惑
」
を
は
ら
す
こ
と
が

で
き
さ
え
す
れ
ば
、
朝
鮮
へ
の
介
入
の
縮
少
、
さ
ら
に
は
琉
球
問
題
の
解
決
ま
で
可
能
で
あ
る
と
展
望
し
た
の
で
あ
る
。

(722〕80 

ま
た
朝
鮮
状
況
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
「
独
立
ノ
体
裁
ヲ
完
フ
ス
ル
ノ
意
向
一
一
傾
き
」
つ
つ
あ
り
、

る
と
す
旬
。
そ
し
て
朝
鮮
国
民
は
朴
直
で
開
国
の
結
果
、
中
国
よ
り
早
く
開
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。

以
上
の
楽
観
的
見
通
し
の
中
で
唯
一
懸
念
す
べ
き
も
の
と
し
て
竹
添
が
あ
げ
た
の
は
「
無
闇
ト
開
化
ノ
皮
膚
ヲ
急
行
セ
ン
ト
欲
シ
或
ハ
無
分

「
日
本
党
」
は
漸
次
勢
力
を
得
つ
つ
あ

別
ニ
馬
建
常
ヲ
追
ヒ
払
ハ
ン
ト
欲
シ
」
て
い
る
「
不
服
日
本
党
」
（
独
立
党
を
指
し
て
い
よ
う
）
の
勢
力
拡
大
で
、
彼
ら
は
「
得
意
鋭
進
ノ
中
途
一
一

て
必
ス
瑳
朕
ヲ
来
」
た
す
だ
ろ
う
の
危
倶
よ
り
「
小
弟
も
、
及
フ
丈
ケ
ハ
忠
告
致
し
候
得
共
目
ノ
届
カ
ヌ
間
ニ
小
径
我
者
絶
へ
不
申
」
と
述
べ

て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
持
つ
以
上
当
然
に
、
竹
添
の
第
一
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
「
我
よ
り
注
意
ヲ
加
へ
（
在
朝
清
官
と
）
甘
グ
交
際
」
を
な
し

「
支
那
ノ
嫌
疑
」
を
漸
次
減
少
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
竹
添
は
一
月
以
降
も
依
然
、
撤
兵
を
具
申
し
続
け
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
七
月
初
め
、

日
本
政
府
は
二
中
隊
中
の
一
中
隊
の
帰
国
を
決
定
し
た
（
『
紀
』

6
、
七
九
頁
）
。
こ
の
決
定
に
お
い
て
、
早
晩
清
軍

日
本
の
撤
兵
が
そ
の
き
っ
か
け
と
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

w章

で
見
た
一
月
二
七
日
の
駐
兵
継
続
決
定
の
内
容
と
右
の
竹
添
書
簡
の
見
通
し
よ
り
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑤
 

半
数
撤
兵
決
定
の
後
の
七
月
二
五
日
、
竹
添
は
さ
ら
に
残
る
一
中
隊
も
撤
退
し
日
清
協
調
を
図
る
べ
し
と
具
申
し
た
（
『
外
』
目
、
五
五
一
、
二

の
半
数
は
撤
兵
す
る
筈
で
あ
り
、

頁）。

こ
の
時
清
仏
聞
の
武
力
衝
突
は
始
ま
っ
て
お
り
精
鋭
部
隊
を
朝
鮮
に
こ
の
ま
ま
置
い
て
お
く
こ
と
は
清
に
と
っ
て
不
利
な
こ
と
は
明
ら

か
な
こ
と
も
あ
り
、
竹
添
は
日
本
の
撤
兵
に
続
く
清
の
全
面
撤
兵
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

日
清
両
国
の
介
入
の
相
互
的
縮
少
の
可
能

性
が
こ
の
時
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
竹
添
の
完
全
撤
兵
論
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
ま
だ
清
三
営
の
撤
兵
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
結
局
一
中
隊
を
残
し
た
ま
ま
日
本
軍
の
駐
留
は
一
年
を
こ
え
て
い
っ
た
。



⑤
 

一
方
、
清
側
で
は
四
月
、
昨
年
決
定
さ
れ
て
い
た
今
春
の
半
数
帰
国
方
針
を
中
止
し
て
い
た
が
、
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
と
の
対
立

⑦
 

が
深
刻
化
し
た
七
月
、
再
び
部
分
的
撤
兵
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
先
の
張
細
川
輸
は
三
営
の
撤
兵
不
可
の
奏
摺
を
出
し
た
が
、
こ
れ
に
つ

③
 

い
て
の
検
討
を
李
は
命
じ
ら
れ
た
。
一
方
、
朝
鮮
の
清
軍
司
令
官
呉
長
慶
は
、
四
営
を
中
国
の
煙
台
に
一
戻
し
、
二
営
の
み
仁
川
に
留
め
る
と
い

う
意
見
を
李
に
提
出
し
句
。
清
軍
は
「
久
シ
グ
異
域
ヲ
戊
リ
戴
苦
万
状
」
と
い
う
状
態
で
長
期
駐
留
は
清
軍
に
と
っ
て
も
苦
痛
だ
っ
た
の
で
あ

⑮
 

一
O
月
初
め
に
は
彼
の
考
え
は
決
ま
り
、
こ
の
ま
ま
六
営
を
留
め
る
こ
と
と
し
た
。
も

る
。
こ
の
対
立
す
る
両
論
に
李
の
決
断
は
遅
れ
た
が
、

っ
と
も
こ
れ
は
ひ
き
続
き
長
期
駐
兵
を
行
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
明
春
に
は
四
営
を
撤
兵
さ
せ
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
を
伴
っ
た
も
の
で

は
あ
っ
た
。
し
か
し
日
本
側
の
期
待
し
た
で
あ
ろ
う
清
側
の
撤
兵
は
当
面
行
わ
れ
ず
、
介
入
の
相
互
縮
少
へ
事
態
は
進
ま
な
か
っ
た
。

な
ぜ
こ
の
時
李
は
撤
兵
を
行
わ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
大
き
な
理
由
に
は
日
本
へ
の
不
信
が
あ
っ
た
。

。

で
「
日
本
多
方
陵
惑
朝
人
陰
相
掲
弐
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
朝
鮮
廷
臣
も
ベ
ト
ナ
ム
情
勢
に
関
心
を
持
ち
形
勢
を
観
望
し
て
い
る
と

一
つ
は
清
仏
対
立
が
深
刻
化
す
る
中

李
は
見
た
。
こ
う
し
た
反
清
活
動
は
、
「
独
立
」
論
を
と
る
以
上
、
竹
添
も
当
然
行
っ
た
だ
ろ
う
が
、
彼
の
考
え
よ
り
し
て
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
で

あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
活
動
の
中
心
は
壬
午
事
変
後
朝
鮮
に
渡
っ
た
福
沢
諭
吉
系
の
民
間
人
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼

⑫
 

ら
が
竹
添
と
違
い
、
清
・
関
氏
に
激
し
い
対
抗
心
を
持
ち
強
く
独
立
党
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
朝
鮮

⑬
 

行
に
は
井
上
は
無
関
係
で
は
な
く
援
助
を
与
え
て
い
た
。
井
上
の
政
策
の
独
立
援
助
の
側
面
が
、
対
日
不
信
を
醸
成
し
た
こ
と
に
な
る
。

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〕

も
う
一
つ
は
日
本
軍
の
駐
兵
で
あ
る
。
李
は
一

O
月
三
日
付
の
呉
長
慶
宛
の
書
簡
（
本
章
註
③
）
で
、
彼
に
日
本
は
一
年
間
で
撤
兵
す
る
こ
と

を
約
し
て
い
る
が
、
す
で
に
「
抽
撤
」
し
て
い
る
か
を
問
い
、
「
彼
兵
未
撤
我
軍
尤
未
使
全
撤
」
と
い
う
考
え
を
示
し
た
。

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
済
物
浦
条
約
第
五
条
の
撤
兵
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
若
朝
鮮
国
兵
民
守
律
一
年
之
後
日
本
公
使
視
倣
不

⑬
 

要
警
備
不
妨
撤
兵
」
と
い
う
も
の
で
、
清
側
は
一
年
後
の
撤
兵
を
規
定
し
た
も
の
と
し
た
が
、
日
本
側
は
撤
兵
は
任
意
で
あ
る
と
し
て
い
た
。

(723) 

本
来
、
条
文
よ
り
は
清
側
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
条
約
交
渉
に
お
い
て
日
本
側
の
五
年
間
駐
兵
と
い
う
要
求
が
修
正
さ
れ
て
こ
の
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
経
悔
や
「
後
来
貴
国
（
朝
鮮
）
ノ
兵
整
備
－
一
至
ラ
ハ
之
（
駐
留
軍
）
ヲ
減
シ
之
ヲ
廃
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
交
渉
時
の

81 



⑮
 

花
房
の
発
言
を
考
え
る
と
、
清
側
が
こ
う
し
た
解
釈
を
と
っ
た
の
も
無
理
は
な
か
っ
た
。

(724) 

こ
の
た
め
一
年
撤
兵
規
定
と
は
解
し
て
い
な
い
日
本
に
と
り
駐
兵
半
減
は
大
き
な
譲
歩
で
あ
っ
た
が
、
異
な
る
解
釈
を
と
る
清
は
、

⑫
 

こ
え
る
日
本
の
駐
兵
は
そ
の
不
信
の
現
わ
れ
と
映
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
日
清
聞
の
相
互
の
意
志
の
不
通
が
、
李
の
駐
兵
決
定
の
大
き
な

要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
年
を

82 

こ
の
よ
う
に
一
八
八
三
年
の
日
本
側
の
半
数
撤
兵
に
よ
る
介
入
の
相
互
縮
少
の
可
能
性
は
現
実
の
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
日
清

聞
の
相
互
不
信
の
下
、
両
者
の
角
遂
は
継
続
し
、
朝
鮮
問
題
は
不
安
定
な
状
況
を
続
け
た
。
そ
し
て
翌
年
、
清
軍
の
半
数
撤
兵
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
れ
は
日
本
側
の
介
入
の
縮
少
を
も
た
ら
さ
ず
、
逆
に
朝
鮮
政
争
の
激
化
・
井
上
の
外
交
指
導
の
誤
り
を
通
し
て
甲
申
事
変
に
つ
な
が
っ
て
い

⑬
 

っ
た
の
で
あ
る
。

①
壬
午
事
変
後
の
朝
鮮
政
況
に
つ
い
て
は
『
回
』
第
四
七

t
四
九
、
原
因
C
論
文
、

参
照
。

②
山
県
の
対
外
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

③
な
お
こ
の
視
角
は
日
清
戦
争
の
意
義
を
重
視
し
そ
れ
に
至
る
道
の
回
避
の
可
能

性
を
問
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
自
身
の
開
化
・
自
立
の
達
成
と
い
う
視

角
よ
り
は
別
の
整
理
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
筆
者
は
日
清
戦
争
に

よ
り
生
じ
た
日
本
の
大
陸
国
家
化
へ
の
執
着
が
、
朝
鮮
の
自
立
を
不
可
能
に
し
た

根
本
的
要
因
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
後
者
の
視
角
か
ら
も
、
日
清
戦
争
の
回
避

は
決
定
的
な
問
題
と
な
る
と
思
う
。

ま
た
本
文
で
述
ベ
た
筋
道
の
中
で
、
朝
鮮
の
開
化
・
自
立
の
可
能
性
の
一
つ
を

考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
当
面
は
安
全
保
障
を
清
に
依
拠
し
な
が
ら
穏
健
闘
化
派
の
指

導
の
下
に
開
化
政
策
が
展
開
し
て
行
〈
道
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
最
近
、
朝
鮮

近
代
史
研
究
に
お
い
て
穏
健
開
化
派
へ
の
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る

ハ
原
因
C
論
文
・
越
景
遼
「
朝
鮮
に
お
け
る
大
国
主
義
と
小
国
主
義
の
相
克
」
〔
『
朝

鮮
史
研
究
会
論
文
集
』

n
・
一
九
八
五
｜
三
〕
〉
が
、
こ
う
し
た
可
能
性
に
つ
い

て
、
朝
鮮
史
側
の
御
教
示
を
え
た
い
。

③
た
だ
し
す
ぐ
後
の
七
月
に
な
る
と
朝
鮮
政
府
は
、
日
本
の
「
刺
衝
」
で
外
面
的

に
は
独
立
の
体
裁
を
と
ろ
う
と
は
し
て
い
る
が
、
独
立
心
は
な
い
と
評
価
を
下
げ

て
い
る
〈
〔
一
八
八
三
〕
年
七
月
二
日
付
榎
本
宛
竹
添
書
簡
、
『
榎
本
寸
審
』
）
。

⑤
な
お
こ
の
全
面
撤
兵
論
が
、
前
註
に
あ
る
よ
う
に
朝
鮮
内
の
親
目
的
勢
力
強
化

の
見
通
し
が
な
い
状
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

⑤
一
八
八
三
年
四
月
四
日
の
張
樹
声
へ
の
上
諭
（
『
光
緒
』
五
－

m
・
五
丁
）
。

⑦
一
八
八
＝
一
年
七
月
一
七
日
提
出
（
同
即
、
七
、
八
丁
〉
。

③
一
人
八
三
年
七
月
一
八
日
の
李
へ
の
上
論
（
同
問
、
入
、
九
丁
）
。

⑨
八
月
一
日
付
の
呉
の
書
信
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
八
八
三
年
一

O
月
三
日
付
呉

長
慶
宛
李
信
（
『
李
文
忠
公
全
書
』
朋
僚
函
稿
二
十
、
四
四
l
四
六
丁
）
に
言
及
さ

れ
て
い
る
。

⑬
以
下
に
述
ベ
る
李
の
考
え
は
、
右
の
臭
宛
書
簡
と
李
奏
摺
（
一
八
八
三
年
一

O

月
三

O
目
、
『
光
緒
』
五
・
加
、
一
二

1
一
四
丁
）
に
よ
る
。

⑪
本
章
註
⑬
李
奏
摺
、
二
ニ
丁
。



⑫
『
回
』
九

O
入
J
九一

O
頁
・
石
河
幹
明
『
福
沢
諭
吉
伝
』
三
・
一
九
一
一
一
二
、

第
三
五
篇
、
参
照
。
こ
う
し
た
独
立
党
支
援
の
裏
に
は
、
彼
ら
を
通
し
て
の
朝
鮮

支
配
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
坂
野
潤
治
『
明
治
・
思
想
の
実
像
』
（
一
九
七

七
・
創
文
社
〉
三
七
、
八
頁
、
参
照
。

⑬
井
上
が
福
沢
グ
ル
ー
プ
の
井
上
角
五
郎
の
渡
韓
に
援
助
を
与
え
て
い
た
こ
と
は

ハ
一
入
入
四
）
年
四
月
六
日
付
井
上
宛
井
上
角
五
郎
書
簡
（
『
井
上
韓
関
係
文
書
』
〉

に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
摺
沢
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
は
、
「
独
立
」
論
を
と
っ

て
い
る
立
場
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
見
な
せ
よ
う
。
し
か
し
こ
の
援
助
は
極
め
て

限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
角
田
』
九
一
七
、
八
頁
）
。
そ
し
て
外
務
当
局
と
福

沢
グ
ル
ー
プ
の
考
え
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
朝
鮮
支
配
の
意
図
を
も
っ
て
朝

鮮
へ
の
二
百
万
円
借
款
を
主
張
す
る
牛
場
卓
造
〈
福
沢
グ
ル
ー
プ
の
一
人
）
に
対

し
吉
田
外
務
大
輔
が
、
そ
れ
は
不
可
測
の
国
難
を
購
う
も
の
で
あ
る
と
反
論
し
、

さ
ら
に
対
清
開
戦
論
や
済
州
島
借
款
抵
当
論
を
説
く
牛
場
に
、
吉
田
が
「
右
辺
の

事
を
得
策
と
目
品
込
候
得
ハ
今
更
着
手
兵
ル
詰
ハ
無
之
昨
夏
の
騒
動
之
折
テ
如
何
様

壬午事変後の朝鮮問題（高橋〉

ト
モ
所
分
ハ
ア
リ
シ
ナ
リ
主
義
全
F
異
ナ
ル
カ
ラ
ハ
弁
シ
テ
モ
恐
F
ハ
解
九
ル
寸

有
之
ま
し
」
と
と
り
あ
わ
な
か
っ
た
こ
と
ハ
〔
一
八
八
＝
一
〕
年
七
月
七
日
井
上
宛
吉

図
書
簡
、
『
井
上
馨
関
係
文
書
』
）
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
外
部
に
対
し

こ
う
し
た
機
微
の
理
解
を
求
め
る
こ
と
は
無
理
だ
ろ
う
。

⑬
本
章
註
＠
李
書
簡
、
四
五
了
。

⑮
『
日
韓
』
七
、
一

O
五
・
一
一
九
J
一
二
七
頁
一
。

⑬
同
右
、
＝
＝
頁
。

＠
な
お
一

O
月
に
な
っ
て
も
ま
だ
日
本
軍
の
部
分
撤
兵
（
「
拍
撤
」
）
の
有
無
を
呉

に
問
う
て
い
る
こ
と
（
本
章
註
⑨
李
書
簡
）
よ
り
見
る
な
ら
ば
、
李
が
日
本
軍
の

半
数
撤
兵
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
存
在
し
て
い
る
。

⑬
こ
の
過
程
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
形
成
期
明
治
国
家
と
朝
鮮
問
題
」
で
明
ら

か
に
し
た
。
そ
し
て
甲
申
事
変
以
後
の
朝
鮮
問
題
の
展
開
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考

え
は
前
掲
拙
稿
「
一
八
八
0
年
代
の
朝
鮮
問
題
と
国
際
政
治
」
で
述
ベ
た
。

（
神
戸
商
科
大
学
助
教
授
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Artisans Organization of Deities and Sacred Animals 

on Mirrors with Raised Triangular Rims 

KISHIMOTO Naofumi 

Raised triangular rimmed mirrors with deities and sacred animals are 

the most important artifacts which aid in the understanding of the 

early Kofun period society. Although Dr. Yukio Kobayashi has con-

ducted a detailed study of this type of mirror, their variety has not 

been thoroughly defined. In this paper, mirrors are divided into twelve 

principal types based on the expression of the figures due to different 

artisans. As a result of examining the relations between these twelve 

typ巴s,three large groups can be discerned: mirrors with four deities 

and four animal groupings四神四獣鏡群， mirrorswith two deities and two 

animal groupings二神二獣鏡群， andmirrors of the Chen family陳氏作鏡

群.Transition and transformation within each mirror group is explained. 

Finally, in line with this classification, mirrors with deities and animals 

manufactured in Japan are divid巴din to three stages. 

Korean Problems after the Jingo Incident 

TAKAHASHI Hidenao 

The conflict between Japan and China was solidified through China’s 

intervention during the Jingo壬午 incident. Afterwards, it is commonly 

recognized that Japan held an expans10nist policy toward Korea and 

thus came to greatly increase its army. This article is an attempt to 

reexamine such commonly held views and to access the evolution of 

the Korean problem in light of the Sino-Japanese war. 

First, the heretofore unexamined development of the Korean policy 

towards Japan after the uprising, the point of which was the indepen-

dence of Korea, is investigated. Secondly, an attempt is made to cha-

racterize that policy. Finally, the Chinese policy toward Korea, and the 

importance of the Korean problem in the conflicts between China and 

Japan, which had some bearing on the Sino-Japanese war, are examined. 

(822〕



By way of conclusion, it is noted that the Japanese policy toward 

Korea was two-fold and contradictory. On the one hand, Japan main-

tained an expansionist policy. However, Japan also wished to cooperate 

with China. Japanese policy makers lay stress on the latter aim. The 

Japanese policy of military expansion was not the reason for the conflict 

with China. On the other hand, when China intervened in Korea it 

also did not anticipate a military conflict with Japan. Although a con-

flict developed because of Korea, it was not unavoidable, and could have 

been settled without conflict. 

The Formation and Structure of the Zongzu宗族 System

一一－Especiallyin the Zhujiang珠江 Delta
during the Ming and the Qing Periods一一一

INOUE Toru 

This study is an attempt to make clear the actual conditions and 

function of the zongzu system in the Zhujiang delta during the Ming 

and the Qing periods. 

The local gentry, xiangshen郷紳， aslandlord, manufucturer, and mer-

chant built up a considerable fortune, invested these funds in the zutian 

族田， citang洞堂 andso on and called relatives together in the Zhujiang 

delta after the mid-Ming period. The most important feature of the 

system was the education of these men to become bureaucrats. In fact, 

some zongzu groups, guanzu官族， thatproduced many bureaucrats over 

a long period of time, appeared in the local societies of the Zhujiang 

delta during the Qing period. 

A plan to organize the system so widely as to produce more bureau-

crats was already presented by the shidafit士大夫 inthe Song period, 

but the age of prosperity of this system came after the sixteenth cen-

tury. 

(821〕




